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は
じ
め
に

観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
月
の
正
平
一
統
と
、
翌
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
閏
二

月
の
南
朝
軍
京
都
急
襲
に
よ
る
そ
の
破
綻
は
、
祇
園
社
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
十
月
ま
で
の
わ
ず
か
一
年
間
で
、
京
都
の
政
権
が
北

朝
・
南
朝
・
北
朝
と
入
れ
替
わ
り
、
天
台
座
主
も
ま
た
三
度
交
代
す
る
状
況
下
で
、

座
主
が
補
任
権
を
有
す
る
祇
園
社
執
行
職
を
め
ぐ
っ
て
顕
詮
・
静
晴
・
晴
春
ら
の
対

立
が
激
化
し
た
の
で
あ
る
。

顕
詮
と
静
晴
ら
の
執
行
職
争
い
は
、
静
晴
が
南
朝
方
に
与
し
た
の
に
対
し
、
顕
詮

は
将
軍
家
御
師
と
し
て
足
利
尊
氏
・
義
詮
と
の
師
壇
関
係
を
構
築
し
た
こ
と
が
両
者

の
明
暗
を
分
け
た
と
さ
れ
て
い
る①
。
こ
の
将
軍
家
御
師
職
に
つ
い
て
は
、
祇
園
社
内

に
お
け
る
執
行
職
争
い
の
み
な
ら
ず
、
室
町
幕
府
の
対
山
門
政
策
の
な
か
で
評
価
す

る
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

瀬
田
勝
哉
氏
は
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
顕
深
（
顕
詮
の
子
）
が
得
た
大
政
所

御
旅
所
敷
地
の
下
地
知
行
権
が
、
執
行
職
で
は
な
く
御
師
職
に
対
す
る
付
与
で
あ
る

点
に
着
目
さ
れ
、
こ
こ
に
山
門
末
社
の
祇
園
社
を
幕
府
側
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る

足
利
義
満
と
、御
師
職
を
て
こ
に
顕
深
門
流
（
宝
寿
院
）
に
よ
る
社
務
執
行
職
独
占
を

目
論
む
顕
深
と
、
双
方
の
意
図
を
読
み
取
ら
れ
た②
。
こ
れ
を
う
け
て
、
御
師
職
を
通

じ
た
祇
園
社
と
幕
府
と
の
関
係
が
、
顕
詮
と
尊
氏
・
義
詮
の
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
点

を
重
視
さ
れ
た
の
が
三
枝
暁
子
氏
で
あ
る
。
三
枝
氏
は
、
御
師
職
に
基
づ
く
執
行
職

補
任
が
文
和
年
間
の
執
行
職
争
い
の
な
か
で
定
着
し
、
こ
れ
に
よ
り
執
行
は
山
門
の

統
制
か
ら
よ
り
自
由
な
祇
園
社
経
営
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
足
利
義
満
は
御
師
顕

深
へ
の
社
領
寄
進
な
ど
を
通
じ
て
祇
園
社
領
か
ら
山
門
の
諸
権
益
を
排
除
し
、
幕
府

に
よ
る
社
領
の
一
元
的
把
握
と
京
都
支
配
の
強
化
を
図
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
御
師
職
を
介
し
た
両
者
の
結
び
つ
き
が
、
至
徳
二
年
十
一
月
二
十
七
日
官

宣
旨③
を
も
っ
て
確
立
す
る
、
御
師
職
を
兼
ね
る
執
行
を
頂
点
と
し
た
新
た
な
祇
園
社

経
営
体
制
を
も
た
ら
し
た
と
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る④
。

こ
れ
に
対
し
て
市
沢
哲
氏
は
、
執
行
職
争
い
に
お
け
る
顕
詮
の
切
り
札
は
自
身
の

「
忠
」
と
静
晴
の
「
不
忠
」
で
あ
り
、
ま
た
、「
天
皇
と
座
主
の
不
在
」
と
い
う
当
該

期
特
有
の
状
況
が
新
た
な
執
行
職
補
任
の
あ
り
方
を
社
僧
ら
に
選
択
さ
せ
た
に
す
ぎ

ず
、
幕
府
は
社
僧
の
要
求
に
受
け
身
で
、
文
和
年
間
段
階
で
幕
府
の
思
惑
（
祇
園
社
を

山
門
側
か
ら
幕
府
側
へ
）
と
祇
園
社
の
思
惑
（
山
門
の
統
制
か
ら
離
脱
）
と
の
一
致
は
み

ら
れ
な
い
と
し
て
至
徳
年
間
と
の
差
を
強
調
さ
れ
た⑤
。
最
近
で
は
野
地
秀
俊
氏
が
、

静
晴
ら
も
幕
府
か
ら
祈
禱
命
令
を
受
け
て
お
り
、
御
師
顕
詮
が
圧
倒
的
優
位
に
立
っ

て
い
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
顕
詮
が
御
師
職
に
固
執
す
る
一
方
で
、
当
該
期
の
幕

府
は
御
師
職
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
た
ず
、
ま
た
、
御
師
職
を
通
じ
て
山
門
の
京
都

支
配
を
掣
肘
す
る
姿
勢
も
示
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
文
和
年
間
を
重
視
す
る

三
枝
説
を
批
判
さ
れ
て
い
る⑥
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
研
究
で
は
将
軍
家
御
師
職
に
寄
せ
る
幕
府
・
祇
園
社
そ

れ
ぞ
れ
の
思
惑
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
中
心
に
、
至
徳
二
年
の
体
制
の
起
点
と
し
て

南
北
朝
期
に
お
け
る
将
軍
家
御
師
職
の
意
義

―
顕
詮
・
静
晴
・
晴
春
の
執
行
職
争
い
再
考

―

花　

田　

卓　

司
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文
和
年
間
を
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
幕
府

の
京
都
支
配
と
い
う
点
で
は
、
文
和
年
間
と
至
徳
年
間
と
で
御
師
職
に
対
す
る
幕
府

の
思
惑
に
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
文
和
年
間
以
後
の
顕
詮
は
、
御
師
職
を
有
し
て
は

い
た
も
の
の
執
行
職
の
安
定
的
確
保
に
は
至
ら
ず
、
顕
深
が
初
め
て
執
行
職
に
補
任

さ
れ
る
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
ま
で
の
執
行
職
の
行
方
は
流
動
的
だ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
観
応
の
擾
乱
期
に
、
尊
氏
が
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
の
山
井
昇
清
を
将
軍
家

御
師
と
し
て
積
極
的
に
自
己
の
勢
力
下
に
置
こ
う
と
し
た
例⑦
を
踏
ま
え
る
と
、尊
氏
・

義
詮
段
階
で
御
師
職
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し

ろ
、
幕
府
が
危
機
に
陥
っ
た
戦
時
下
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
山
井
昇
清
や
顕
詮
の
よ
う

に
将
軍
の
た
め
に
祈
禱
す
る
御
師
へ
の
期
待
と
そ
の
存
在
価
値
は
高
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
文
和
年
間
の
幕
府
が
将
軍
家
御
師
職
た
る
顕
詮
に
何
を
期
待
し
た

の
か
、
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
祇
園
社
側
に
目
を
向
け
る
と
、「
天
皇
と
座
主
の
不
在
」
が
、
幕
府
に
よ
る

祭
礼
御
教
書
の
発
給
の
よ
う
な
「
新
た
な
選
択
肢
」
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
社
僧
側

の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
天
皇
・
治
天
や
山
務
を

遂
行
す
る
天
台
座
主
の
不
在
時
期
は
、
正
平
一
統
破
綻
後
に
義
詮
が
京
都
を
奪
還
し

て
か
ら
広
義
門
院
の
「
政
務
」
開
始
ま
で
の
約
三
ケ
月
間
で
あ
り
、「
祇
園
社
家
記

録
」
正
平
七
年
条⑧
に
は
、
座
主
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
顕
詮
が
苦
悩
す
る
記
事
も
散
見

さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
市
沢
氏
が
指
摘
さ
れ
た
顕
詮
の
切
り
札
で
あ
る
「
忠
」・「
不

忠
」
の
論
理
は
執
行
職
争
い
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
視
点
だ
が
、
顕
詮
が
し

き
り
に
強
調
し
た
幕
府
へ
の
忠
節
を
も
っ
て
し
て
も
、
文
和
年
間
以
後
の
執
行
職
の

行
方
が
流
動
的
で
あ
っ
た
点
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
幕
府
へ

の
「
忠
」・「
不
忠
」
と
は
別
の
論
理
が
働
き
、
執
行
職
補
任
が
な
さ
れ
て
い
た
様
相

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
執
行
職
補
任
の
主
体

た
る
座
主
の
意
向
で
あ
る
。

祇
園
社
の
執
行
職
争
い
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、顕
詮
や
静
晴
ら
と
幕
府
・

南
朝
・
直
義
方
な
ど
と
の
関
係
に
注
目
し
て
き
た
反
面
、
本
来
執
行
職
の
補
任
権
を

有
す
る
座
主
や
、
天
皇
が
執
行
職
補
任
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
意
向
を
有
し
、
い
か

な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
が
、

何
ゆ
え
顕
詮
が
将
軍
家
御
師
職
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
点
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
座
主
や
天
皇
の
意
向
に
注
目
し
つ
つ
、

文
和
年
間
か
ら
貞
治
年
間
に
至
る
執
行
職
争
い
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
南
北
朝
期
に

お
け
る
将
軍
家
御
師
職
の
意
義
を
考
察
す
る
。
な
お
、
末
尾
に
「
観
応
年
間
以
後
の

顕
詮
・
顕
深
と
静
晴
、
晴
春
ら
の
動
向
」
と
題
す
る
表
を
付
し
て
あ
る
の
で
適
宜
参

照
さ
れ
た
い
。

第
一
章　

観
応
の
擾
乱
と
顕
詮
・
静
晴

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
十
月
二
十
六
日
、
直
義
は
京
都
を
出
奔
し
、
十
一
月
に
高

師
直
を
討
つ
た
め
の
兵
を
挙
げ
た
。
西
国
出
陣
中
だ
っ
た
尊
氏
は
、
京
都
に
引
き
返

し
て
直
義
方
と
交
戦
す
る
が
、
観
応
二
年
正
月
の
京
都
合
戦
と
二
月
の
摂
津
打
出
浜

合
戦
に
敗
北
、
師
直
も
殺
害
さ
れ
、
観
応
の
擾
乱
前
半
戦
は
直
義
方
の
圧
倒
的
優
勢

の
も
と
に
終
わ
る
。
だ
が
、
直
義
は
義
詮
と
の
間
に
対
立
を
生
じ
、
観
応
二
年
八
月

一
日
に
再
び
京
都
を
脱
出
す
る
。
鎌
倉
に
逃
れ
た
直
義
を
討
つ
べ
く
、
尊
氏
は
十
月

二
十
四
日
に
南
朝
と
講
和
（
正
平
一
統
）
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
間
の
顕
詮
と
静
晴
の
動
向
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
観
応
元
年
十
月

二
十
八
日
、
顕
詮
は
足
利
直
冬
討
伐
に
赴
く
尊
氏
か
ら
凶
徒
対
治
の
祈
禱
を
命
ぜ
ら

れ
て
い
る
（
表
№
2
）。
当
時
執
行
で
あ
っ
た
静
晴
で
は
な
く
顕
詮
が
祈
禱
命
令
を
受

け
た
の
は
、
彼
が
尊
氏
の
御
師
で
あ
る⑨
上
、
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
十
二
月
に
尊
氏

が
夢
想
に
よ
り
祇
園
社
に
奉
納
し
た
鎧
を
執
行
静
晴
が
失
っ
た
た
め
に
、

「
し（

静

晴

）

や
う
せ
い
き（

向

後

）

や
う
こ
う
の
御
い
の
り
を
い
た
す
へ
か
ら
さ
る
よ
し
御
さ
た⑩
」
が

あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
顕
詮
は
十
一
月
二
十
四
日
に
義
詮
の
も
と
に
参
じ
、
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「
世
上
事
」
に
つ
い
て
祈
禱
を
申
し
入
れ
て
い
る
（
表
№
3
）。
そ
し
て
、観
応
二
年
二

月
に
は
丹
波
・
播
磨
を
転
戦
す
る
尊
氏
に
従
軍
し
、
観
応
二
年
七
月
か
ら
八
月
に
か

け
て
も
近
江
の
尊
氏
の
陣
に
参
じ
て
い
る
（
表
№
6
・
7
・
8
・
11
・
14
）。
尊
氏
に
従

軍
し
た
僧
と
い
え
ば
三
宝
院
賢
俊
が
有
名⑪
だ
が
、
顕
詮
も
ま
た
賢
俊
同
様
の
「
僧
の

忠
節
」
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
静
晴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
尊
氏
と
の
関
係
を
明
示
す
る
史
料
は
見
出

せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
直
義
か
ら
祈
禱
命
令
を
受
け
て
い
る
（
表
№
4
・
5
・
9
）。

【
史
料
1
】
観
応
二
年
九
月
八
日
某
御
判
御
教
書
写⑫

祈
禱
師
職
事
、
代
々
致
二
精
誠
一
之
上
、
今
度
忠
節
殊
以
神
妙
。
弥
不
レ
可
レ
有
二

相
違
一
之
状
如
レ
件
。

　
　
　

観
応
二
年
九
月
八
日　
　
　
　
　

判

　
　
　
　

祇（

静

晴

）

園
執
行
少
納
言
法
印
御
房

こ
れ
は
静
晴
に
祈
禱
師
職
（
御
師
職
）
を
安
堵
し
た
文
書
で
あ
る
。
観
応
年
号
の
使

用
か
ら
北
朝
方
の
人
物
な
の
は
確
か
だ
が
、
写
で
あ
る
た
め
発
給
者
が
何
者
か
は
明

確
で
な
い
。
た
だ
、「
今
度
忠
節
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
の
八
月
五
日
に
直

義
が
静
晴
に
天
下
泰
平
武
運
長
久
祈
禱
を
命
じ
て
い
る⑬
点
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）

顕
詮
申
状
に「
し（

静

晴

）

や
う
せ
い
法
印
の（

望

）

そ
み
を
な
し
候
し
を
も
す
て
ら
れ
候
て
、ひ（

疋
田
）

き
た

の
妙
玄
奉
行
と
し
て
け（

顕

詮

）

ん
せ
む
御
い
の
り
の
御
師
に
さ
た
め
ら
れ
、
御
は
ん
の
御
け

う
書
を
給
候⑭
」
と
、
静
晴
が
尊
氏
の
御
師
を
望
ん
だ
が
果
た
せ
な
か
っ
た
点
な
ど
か

ら
判
断
す
れ
ば
、
本
文
書
の
発
給
者
は
直
義
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
静
晴
は
直
義

（
も
し
く
は
そ
の
近
親
者
）の
御
師
と
し
て
代
々
祈
禱
を
行
っ
て
い
た
関
係⑮
か
ら
直
義
方

に
付
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
擾
乱
の
勃
発
と
と
も
に
顕
詮
は
尊
氏
・
義
詮
を
支
援
す
る
道
を
積

極
的
に
選
び
、
静
晴
は
直
義
方
に
属
し
た
。【
史
料
1
】
以
後
、
静
晴
の
動
向
は
し
ば

ら
く
不
明
だ
が
、正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
ま
で
は
引
き
続
き
執
行
職
に
在
任

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
顕
詮
の
ほ
う
は
、
正
平
一
統
成
立
直
後
の
十
一
月
二
日
に

義
詮
の
御
師
と
な
り
（
表
№
16
）、同
日
付
で
次
の
よ
う
な
御
判
御
教
書
も
得
て
い
る
。

【
史
料
2
】
観
応
二
年
十
一
月
二
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写⑯

「
同（

傍
書
）

ニ
云
、
於
二
当
社
一
顕
詮
毎
事
可
レ
致
二
奉
行
一
由
事
」

当
社
神
物
已
下
毎
事
致
二
奉
行
一
、
任
二
佳
例
一
可
レ
被
レ
抽
二
祈
禱
精
誠
一
之
状
如
レ
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
同⑰
」

　
　
　

観
応
二
年
十
一
月
二
日　
　
　
　
　

御
（
足
利
義
詮
）判

　
　
　
　

祇（

顕

詮

）

園
御
師
助
法
印
御
房

右
の
文
書
に
よ
り
、
顕
詮
は
祇
園
社
神
物
以
下
を
奉
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
貞

治
二
年
（
一
三
六
三
）
正
月
二
十
三
日
二
階
堂
行
元
奉
書⑱
に
よ
る
と
、「
当
社
神
物

御
神
楽
已
下
」
に
つ
い
て
当
時
の
執
行
静
晴
が
子
細
を
申
し
た
が
、「
就
二
御
師
職
一
可

レ
令
二
奉
行
一
之
条
、
御
教
書
等
証
状
分
明
」
と
の
理
由
で
顕
詮
に
安
堵
さ
れ
た
由
が

知
ら
れ
る
。「
神
物
」と
と
も
に
二
階
堂
行
元
奉
書
に
み
え
る
御
神
楽
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

【
史
料
3
】
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
二
月
一
日
粟
飯
原
清
胤
奉
書⑲
（
傍
線
は
引
用
者
。

以
下
同
。）

御
神
楽
奉
行
事
、
両
方
被
レ
申
之
趣
、
以
二
藤
民
部
入
道
・
斎
藤
三
郎
兵
衛
尉
両

人
一
、
被
レ
伺
二
申
上（

足
利
尊
氏
）

御
前
一
之
処
、
於
二
静
晴
一
者
、
依
二
御
鎧
犯
用
一
御
勘
気
候

畢
。
然
者
、
雖
レ
非
二
社
務
一
、
就
二
御
師
職
一
、
可
レ
被
二
仰
付
一
之
由
御
返
事
候
。

此
上
者
、
可
レ
有
二
御
奉
行
一
之
由
、
御
沙
汰
候
也
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　

二（
貞
和
四
年
）

月
一
日　
　
　
　
　

清（
粟
飯
原
）胤（

花
押
）

　
　

祇（

顕

詮

）

園
前
執
行
助
法
眼
御
坊

貞
和
四
年
に
御
神
楽
の
奉
行
を
め
ぐ
り
御
師
顕
詮
と
執
行
静
晴
と
が
争
っ
た
が
、

静
晴
は
尊
氏
よ
り
勘
気
を
蒙
っ
て
い
る
た
め
、
御
師
職
と
し
て
顕
詮
が
こ
れ
を
奉
行

す
る
よ
う
沙
汰
が
あ
っ
た
。「
雖
レ
非
二
社
務
一
、就
二
御
師
職
一
」
と
の
文
言
に
着
目
す

る
と
、
御
神
楽
の
奉
行
は
本
来
執
行
職
に
と
も
な
う
職
務
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
し
て
、
貞
治
二
年
に
執
行
静
晴
が
御
神
楽
と
と
も
に
神
物
の
奉
行
を
望
ん
だ
点
か
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ら
し
て
、
神
物
以
下
の
奉
行
も
元
々
は
執
行
の
職
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、【
史
料
2
】
が
発
給
さ
れ
た
背
景
は
以
下
の
よ
う
に
説
明

で
き
る
。
執
行
静
晴
と
は
対
照
的
に
、
尊
氏
・
義
詮
の
た
め
に
祈
禱
の
忠
を
尽
く
し

た
顕
詮
に
報
い
る
際
、
天
台
座
主
が
補
任
権
を
有
す
る
執
行
職
に
尊
氏
・
義
詮
は
手

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
正
平
一
統
成
立
直
後
で
あ
り
、
近
々
に
南
朝
後

村
上
天
皇
に
よ
る
新
た
な
天
台
座
主
補
任
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
当
時
に
お

い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
、
尊
氏
・
義
詮
は
顕
詮
の
「
御
師
」
と

い
う
立
場
に
目
を
付
け
、
か
つ
て
【
史
料
3
】
で
行
っ
た
の
と
同
じ
く
、
本
来
執
行

が
有
す
る
職
務
を
、「
御
師
職
」
と
い
う
名
目
に
切
り
替
え
て
顕
詮
に
与
え
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
尊
氏
・
義
詮
は
彼
ら
の
意
向
に
沿
わ
な
い
静
晴
が
執
行
職
に
在
職
し
て
い

た
と
し
て
も
、
祇
園
社
を
自
己
の
勢
力
下
に
置
く
た
め
の
拠
点
を
築
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

こ
の
措
置
は
当
然
顕
詮
に
も
利
点
が
あ
っ
た
。
顕
詮
は
貞
和
元
年
の
申
状⑳
に
お
い

て
、「
け（

顕

詮

）

ん
せ
む
当
社
務
に
て
候
。
又
上（

足
利
尊
氏
）

の
御
所
御
ま
い
り
の
時
奉
行
を
い
た
し
て

候
。
御
祈
の
御
師
に
て
も
候
う
へ
ハ
、
御
の（

祝
詞
）と

、
御
神
楽
な
と
の
事
、
社
務
な
ら
て

ハ
奉
行
す
る
事
あ
る
へ
か
ら
す
候
」と
述
べ
て
い
る
。貞
和
元
年
当
時
の
執
行
で
あ
っ

た
顕
詮
は
、
あ
く
ま
で
も
執
行
職
が
主
で
、「
尊
氏
の
御
師
」
で
あ
る
こ
と
は
副
次
的

な
位
置
づ
け
し
か
与
え
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
後
、
顕
詮
は
静
晴
に
執
行
職
を

奪
わ
れ
た
た
め
、
執
行
の
職
務
で
あ
る
御
神
楽
な
ど
を
奉
行
す
る
根
拠
を
失
っ
て
い

た
。【
史
料
2
】・【
史
料
3
】
の
よ
う
に
執
行
職
に
と
も
な
う
職
務
を
「
御
師
職
で
あ

る
か
ら
」
与
え
ら
れ
る
措
置
は
、
非
執
行
で
あ
っ
て
も
執
行
の
職
務
を
遂
行
す
る
根

拠
と
な
り
、
顕
詮
に
と
っ
て
も
好
都
合
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
観
応
の
擾
乱
に
あ
た
っ

て
御
師
顕
詮
が
一
貫
し
て
尊
氏
・
義
詮
方
に
付
き
、
そ
の
結
果
、
御
師
職
に
対
し
て

執
行
の
職
務
の
一
部
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
後
、
執
行
職
の
行
方
が
流
動
的
な

状
況
下
で
顕
詮
が
執
行
職
の
安
定
的
確
保
を
志
向
す
る
際
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。

第
二
章　

正
平
一
統
破
綻
後
の
執
行
職
争
い
と
将
軍
家
御
師
職

第
一
節　

正
平
一
統
と
そ
の
破
綻

正
平
六
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
、正
平
一
統
に
よ
っ
て
天
台
座
主
に
竹
中
前
大
僧

正
慈
厳
が
就
任
し
た
。
新
座
主
の
就
任
に
連
動
し
て
別
当
以
下
が
補
任
さ
れ
、
顕
詮

は
十
二
月
二
十
四
日
に
執
行
職
に
返
り
咲
く
（
表
№
19
）。
で
は
、
な
ぜ
静
晴
が
罷
免

さ
れ
、
顕
詮
が
補
任
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

静
晴
は
正
平
七
年
二
月
ご
ろ
に
真
弟
宗
晴
の
執
行
職
補
任
を
望
み
、
小
童
・
西
大

野
・
東
条
・
堀
江
荘
に
つ
い
て
も
後
村
上
天
皇
綸
旨
を
得
よ
う
と
し
て
お
り
（
表
№

22
）、閏
二
月
四
日
に
は
住
吉
の
後
村
上
天
皇
の
も
と
に
参
じ
て
い
る
（
表
№
26
）。
も

し
静
晴
が
南
朝
に
対
す
る
不
忠
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
の
な
ら
、
後
村
上
天
皇
綸
旨
の

獲
得
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
静
晴
の
動
き
に
対
し
て
顕
詮
は

す
ぐ
に
対
応
策
を
と
っ
て
い
る
が
（
表
№
23
・
24
・
27
・
28
）、
そ
の
内
容
は
北
畠
親
房

以
下
の
要
人
に
支
状
事
書
を
送
っ
た
り
、
京
極
導
誉
に
働
き
か
け
た
り
、
あ
る
い
は

小
童
保
以
下
を
拝
領
し
た
支
証
を
提
出
す
る
な
ど
、
自
身
の
忠
や
静
晴
の
不
忠
を
こ

と
さ
ら
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
正
平
一
統
に
と
も
な
う
静
晴
の
執

行
職
罷
免
と
顕
詮
の
補
任
は
、
両
者
の
南
朝
に
対
す
る
忠
・
不
忠
が
厳
し
く
問
わ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
北
朝
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
人
事
の
刷
新
が
理
由
だ
っ
た
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う㉑
。
こ
の
後
も
執
行
職
に
補
任
さ
れ
る
静
晴
が
あ
え
て
宗
晴
を
推
挙
し

た
の
も
、
北
朝
人
事
が
否
定
さ
れ
た
状
況
下
で
は
自
身
が
補
任
さ
れ
る
見
込
み
は
な

い
と
考
え
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
執
行
職
補
任
が
問
題
と
な
る
の
は
、
正
平
一
統
破
綻
後
で
あ
る
。
南
朝
軍
は

正
平
七
年
閏
二
月
二
十
日
に
突
如
京
都
を
占
領
し
、
光
厳
院
・
光
明
院
・
崇
光
院
と

直
仁
親
王
を
連
れ
去
っ
た
。
義
詮
は
三
月
十
五
日
に
京
都
を
奪
還
す
る
も
の
の
、
北

朝
天
皇
の
不
在
に
直
面
す
る
。
後
村
上
天
皇
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
た
座
主
慈
厳
も
ま
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た
、「
世
上
如
レ
此
令
二
錯
乱
一
之
間
、
山
門
方
事
無
二
執
御
沙
汰
儀
一
。
雖
レ
為
二
御
上
表

御
心
地
一
、対
二
何
方
一
可
レ
被
レ
仰
方
無
之
間
、無
二
殊
御
沙
汰
一㉒
」
し
と
い
う
状
態
で
、

南
朝
軍
撤
退
後
は
実
質
的
に
座
主
不
在
の
状
態
に
あ
っ
た㉓
。

こ
う
し
た
情
勢
の
変
化
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
が
静
晴
で
あ
る
。
義
詮
が
京
都

に
戻
っ
た
直
後
の
三
月
十
七
日
、
静
晴
は
代
官
を
導
誉
に
派
遣
し
た
。

【
史
料
4
】「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
三
月
十
八
日
条

一  

、
今
朝
参
二
鎌（

足
利
義
詮
）

倉
殿
御
陣
東
山

一
、
御
対
面
有
レ
之
。
佐（

京

極

導

誉

）

渡
判
官
入
道
同
見
参
了
。

了
阿
・
小
串
入
道
見
参
。
昨
日
静
晴
進
二
代
官
於
判
官
入
道
許
一
、
於
二
当
代
一

者
、
執
行
職
静
晴
可
二
開
眉
一
之
由
申
之
処
、
当
執
行
顕
詮
御
方
忠
勤
之
間
、

　

  

不
レ
可
レ
有
二
改
動
一
歟
之
由
、
被
二
返
答
一
云
々
。
○
毎
事
三（

賢
俊
）

宝
院
可
レ
被
二
相

計
一
之
間
、
社
務
事
度
々
申
談
由
了
阿
申
レ
之
。
此
事
又
伊
地
知
ニ
申
置
了
。

静
晴
の
発
言
の
う
ち
、「
於
二
当
代
一
者
」
と
の
表
現
か
ら
は
、正
平
一
統
時
と
は
反

対
に
、
今
度
は
北
朝
に
よ
っ
て
人
事
の
刷
新
が
行
わ
れ
る
の
が
当
然
と
の
認
識
が
う

か
が
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
以
下
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
静
晴
の
申
し

入
れ
に
対
し
て
、
導
誉
は
顕
詮
の
「
御
方
忠
勤
」
の
論
理
を
持
ち
出
し
、
依
頼
に
は

沿
え
な
い
旨
を
返
答
し
て
い
る
点
で
あ
る㉔
。
当
時
、
公
家
社
会
に
お
け
る
問
題
の
一

つ
に
、「
諸
人
官
位
」、
す
な
わ
ち
正
平
一
統
下
で
南
朝
か
ら
官
位
を
与
え
ら
れ
た
人

び
と
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た㉕
。
南
朝
に
通
じ
た
人
び
と
は
、
そ
れ
を

北
朝
か
ら
追
及
さ
れ
る
可
能
性
に
戦
々
恐
々
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
期
に
執

行
職
補
任
を
左
右
す
る
要
件
と
し
て
幕
府
に
対
す
る
忠
節
が
に
わ
か
に
重
要
性
を
帯

び
て
く
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い㉖
。
結
局
、
天
皇
不

在
状
況
を
解
消
す
る
た
め
に
弥
仁
王
（
後
光
厳
天
皇
）
の
践
祚
を
急
ぐ
幕
府㉗
は
、
南
朝

に
通
じ
た
人
び
と
に
厳
罰
を
も
っ
て
臨
ま
ず
、「
政
務
」
を
執
る
広
義
門
院
に
「
諸
人

官
位
所
帯
以
下
事
、
以
二
一
同
之
法
一
、
可
レ
復
二
観
応
之
儀
一㉘
」
し
と
申
し
入
れ
て
正

平
一
統
前
の
状
態
に
戻
す
こ
と
と
な
っ
た㉙
。
だ
が
、
導
誉
が
顕
詮
留
任
の
理
由
と
し

て
強
調
し
た
幕
府
へ
の
忠
節
は
、
こ
の
後
の
執
行
職
争
い
に
お
い
て
顕
詮
の
強
力
な

武
器
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（
表
№
48
）。

二
点
目
は
、
文
和
年
間
の
執
行
職
争
い
に
お
い
て
導
誉
と
と
も
に
顕
詮
の
後
ろ
盾

と
な
る
賢
俊
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
時
の
執
行
職
争
い
に
か
か
わ
っ
て
、
も
う
一
つ

史
料
を
挙
げ
て
お
く
。

【
史
料
5
】「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
七
月
二
日
条

一  

、
了
阿
許
へ
詮
祐
遣
レ
之
。
執
行
職
口
入
事
、
申
二
判（

京
極
導
誉
）

官
入
道
一
之
処
、
依
二
直

問
答
一
、大
略
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
、不
レ
可
レ
及
二
口
入
一
之
由
返
答
之
上
者
、

了
阿
先
可
レ
申
二
三（

賢
俊
）

宝
院
一
。
若
有
二
難
義
一
者
重
可
レ
申
二
禅
門
一
云
々
。

【
史
料
5
】
の
直
前
の
六
月
二
十
六
日
に
は
、
先
に
述
べ
た
「
一
同
之
法
」
に
よ
っ

て
青
蓮
院
宮
尊
円
が
座
主
に
還
任
し
て
い
る
（
表
№
53
）。
顕
詮
は
早
速
尊
円
に
執
行

職
補
任
を
申
し
入
れ
た
が
色
よ
い
返
事
を
も
ら
え
な
か
っ
た㉚
。
そ
こ
で
導
誉
に
口
入

を
頼
ん
だ
が
、
口
入
に
及
ば
ず
と
返
答
さ
れ
た
た
め
、
賢
俊
の
口
入
を
頼
る
こ
と
に

な
っ
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
市
沢
氏
は
【
史
料
4
】
の
「
於
二
公
家
事
一
者
毎
事

三
宝
院
可
レ
被
二
相
計
一
之
間
」
以
下
の
部
分
か
ら
、
当
時
の
賢
俊
は
、
天
皇
不
在
と
い

う
状
況
の
も
と
で
、
公
家
が
行
う
べ
き
寺
社
関
係
の
人
事
を
進
め
る
特
殊
な
役
割
を

期
待
さ
れ
て
い
た
と
説
か
れ
た㉛
。【
史
料
5
】
に
つ
い
て
も
、賢
俊
の
判
断
が
「
別
格
」

だ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る32
。
賢
俊
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に

評
価
す
べ
き
か
は
、
後
述
す
る
文
和
元
年
十
一
月
の
執
行
職
補
任
と
あ
わ
せ
て
検
討

す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
賢
俊
が
顕
詮
の
忠
節
と
静
晴
・
晴
春
ら
の
不
忠
を
尊
円
に

説
い
た
結
果
、顕
詮
の
留
任
が
決
定
さ
れ
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
（
表
№
55
・
56
）。

第
二
節　

文
和
元
年
十
一
月
の
執
行
職
補
任

文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
十
月
十
日
、幕
府
は
梶
井
宮
尊
胤
を
新
た
に
天
台
座
主
と

す
る
よ
う
朝
廷
に
申
し
入
れ
、
十
月
十
四
日
に
座
主
宣
下
が
な
さ
れ
た33
。
こ
の
年
二

度
目
の
座
主
交
代
で
あ
る
。
新
座
主
の
決
定
は
突
然
だ
っ
た
よ
う
で
、
座
主
を
退
く

於
二
公
家
事
一
者
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南
北
朝
期
に
お
け
る
将
軍
家
御
師
職
の
意
義

1233

こ
と
に
な
っ
た
尊
円
は
上
表
儀
を
行
う
間
も
な
か
っ
た34
。
座
主
交
代
に
よ
り
、
当
然

な
が
ら
執
行
職
に
誰
が
補
任
さ
れ
る
か
も
問
題
と
な
る
。「
社
家
記
録
」に
記
さ
れ
た

執
行
職
補
任
の
経
緯
は
、
座
主
の
影
響
力
、
さ
ら
に
は
、
な
ぜ
顕
詮
が
造
営
奉
行
職

を
得
る
際
に
将
軍
家
御
師
職
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事

例
で
あ
る
。

十
月
十
日
に
幕
府35
と
賢
俊
か
ら
座
主
交
代
の
情
報
を
得
た
顕
詮
は
、
翌
十
一
日
に

新
座
主
尊
胤
の
も
と
に
参
じ
、
座
主
就
任
の
賀
を
述
べ
、
自
身
の
執
行
職
補
任
を
申

し
入
れ
て
い
る
（
表
№
60
）。
こ
れ
に
対
し
て
尊
胤
側
は
、
正
式
に
宣
下
が
な
い
こ
と

を
理
由
に
明
確
な
回
答
を
与
え
な
か
っ
た
。
続
い
て
顕
詮
は
三
宝
院
に
向
か
う
が
、

三
宝
院
側
は
京
極
導
誉
の
口
入
状
を
得
る
よ
う
に
と
返
答
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

【
史
料
6
】
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

【
史
料
6
】「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
十
二
日
条

十  

二
日
、
執
行
職
事
、
参
二
三
宝
院
壇
所
一
対
面
、
被
レ
仰
云
、
先
日
此
事
申
二
入

梶
井
殿
一
之
処
、
静
晴
有
二
御
引
汲
気
一
。
而
判
官
入
道
定
口
入
申
歟
之
由
申

了
。
仍
彼
状
大
切
云
々
。
予
申
云
、
懸
命
一
村
事
、
此
間
申
最
中
也
。
重
申

条
非
レ
無
二
斟
酌
一
。
此
上
一
向
憑
申
之
由
申
之
処
、則
梶
井
殿
ヘ
ノ
状
書
二
給

之
一
。
然
而
今
日
日
次
不
レ
思
様
之
間
、
不
レ
持
二
参
之
一
。

傍
線
部
の
通
り
、
賢
俊
は
「
先
日
執
行
職
に
つ
い
て
梶
井
宮
尊
胤
に
申
し
入
れ
た

と
こ
ろ
、
尊
胤
は
静
晴
を
ご
支
援
な
さ
る
よ
う
だ
っ
た
。
だ
が
私
（
賢
俊
）
は
、
執
行

職
に
つ
い
て
は
導
誉
が
き
っ
と
口
入
申
す
だ
ろ
う
、
と
申
し
上
げ
て
お
い
た
。
だ
か

ら
導
誉
の
口
入
状
を
得
る
の
が
最
も
重
要
な
の
だ
」
と
説
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、

必
ず
し
も
賢
俊
の
口
入
が
決
定
打
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
導
誉
の
影
響
力
の
ほ
う
が
強

い
と
賢
俊
自
身
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
事
実
、
顕
詮
は
賢
俊
の
口

入
状
と
と
も
に
導
誉
の
口
入
状
も
得
た
結
果
、執
行
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る36
。【
史
料

6
】
と
、
先
に
挙
げ
た
【
史
料
4
】・【
史
料
5
】
を
あ
わ
せ
て
賢
俊
の
立
場
を
評
価

す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
人
事
を
左
右
す
る
だ
け
の
影
響
力
を
有
し
て
は
い
た
が
、

導
誉
な
ど
と
比
べ
て
賢
俊
の
判
断
が
「
別
格
」
だ
っ
た
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い37
。

【
史
料
5
】
で
和
田
了
阿
が
、賢
俊
に
口
入
を
頼
ん
で
も
う
ま
く
い
か
な
い
よ
う
で
あ

れ
ば
、
再
び
導
誉
に
申
し
入
れ
る
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
、
や
は
り
執
行
職
補
任

に
お
い
て
、
よ
り
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
導
誉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か38
。

【
史
料
6
】
で
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、新
座
主
尊
胤
が
静
晴
を
執
行
職
に
補
任
し

よ
う
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る39
。
六
月
の
執
行
職
争
い
で
は
幕
府
に
対
す
る
忠
節
が

決
め
手
と
な
っ
て
執
行
職
に
留
任
し
た
顕
詮
だ
っ
た
が
、
今
回
は
幕
府
へ
の
忠
節
と

は
無
関
係
に
執
行
職
が
決
定
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
。
尊
胤
の
意
向
を
知
り
、
な

か
な
か
補
任
の
確
信
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
顕
詮
は
か
な
り
不
安
だ
っ
た
よ
う
で
、
賢

俊
に
宛
て
た
書
状
で
「
落
居
無
二
心
元
一40
」
し
と
胸
中
を
吐
露
し
て
い
る
。

一
方
、
導
誉
と
賢
俊
の
口
入
に
よ
っ
て
自
身
の
意
向
を
曲
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

座
主
尊
胤
は
、
後
日
、
座
主
へ
の
進
物
銭
の
交
渉
に
訪
れ
た
顕
詮
に
、「
今
□
執
行

事
、
判（

京
極
導
誉
）

官
入
道

三（
賢
俊
）

宝
院
口
入
之
間
、
誇
二
権
門
一
如
二
此
事
一
申
二
子
細
一
□
□
□
□
□

□
御
本
意
之
由41
」
を
伝
え
て
い
る
。
欠
損
の
た
め
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
導
誉
や

賢
俊
の
口
入
に
よ
り
執
行
職
に
補
任
さ
れ
た
挙
句
、
進
物
銭
の
減
額
を
要
求
し
て
き

た
顕
詮
に
不
快
感
を
も
っ
て
い
た
点
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

座
主
が
独
自
に
執
行
職
補
任
を
進
め
よ
う
と
し
た
事
実
は
、
顕
詮
に
将
軍
家
御
師

職
へ
の
こ
だ
わ
り
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
史
料
7
】「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
二
十
六
日
条

　
　
　
　
　
被
レ
書
二
改
御
教
書
一
、
今
日
自
二
安
威
左
衛
門
入
道
許
一
成
祐
取
二
来
之
一
。

造
営
奉
行
職
事
、
○
先
日
御
教
書
文
章
大
様
之
上
、
執
行
法
印
之
由
宛
所
ニ
有

レ
之
。
不
レ
可
レ
依
二
執
行
職
一
子
細
就
レ
申
二
披
之
一
、
書
二
改
之
一
。
昨
日
申
二
御
判
一

云
々
。
就
二
御
師
之
号
一
、
被
二
仰
付
一
由
被
レ
載
レ
之
。
珍
重
々
々
。

右
は
、
顕
詮
が
造
営
奉
行
職
を
御
師
職
に
付
随
す
る
職
と
し
て
獲
得
し
た
こ
と
を

示
す
史
料
で
あ
る
。
ま
ず
、
先
行
研
究
に
よ
り
つ
つ
造
営
奉
行
職
を
め
ぐ
る
動
向
を
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み
て
お
く42
。
従
来
、
祇
園
社
の
修
造
は
東
山
太
子
堂
長
老
が
大
勧
進
と
し
て
行
っ
て

い
た
が
、
正
平
七
年
に
な
る
と
、
顕
詮
の
再
三
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造
営
料

所
が
有
名
無
実
で
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
太
子
堂
が
修
造
を
拒
否
し
て
い
た
。

そ
こ
で
顕
詮
は
自
身
が
造
営
奉
行
と
し
て
祇
園
社
の
修
造
に
あ
た
る
べ
く
幕
府
に
働

き
か
け
る
。
顕
詮
に
よ
る
造
営
奉
行
職
獲
得
活
動
は
観
応
三
年
八
月
二
十
七
日
か
ら

開
始
さ
れ
、
十
月
十
日
に
は
安
威
左
衛
門
入
道
に
対
し
て
造
営
奉
行
の
こ
と
を
催
促

し
（
表
№
59
）、
十
月
十
四
日
に
よ
う
や
く
造
営
奉
行
職
補
任
の
御
教
書
を
獲
得
し
た

（
表
№
63
）。
続
い
て
、十
月
十
五
日
に
は
太
子
堂
が
有
し
て
い
た
造
営
料
所
に
か
か
わ

る
院
宣
・
御
教
書
等
の
案
文
を
譲
り
受
け
、
十
月
二
十
日
に
は
造
営
料
所
で
あ
る
麻

生
荘
の
返
付
や
敦
賀
津
升
米
の
違
乱
停
止
を
求
め
る43
な
ど
、
料
所
の
回
復
と
修
造
に

向
け
て
着
々
と
手
を
打
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
突
如
浮
上
し
た
の
が
座
主
交
代
に
と
も
な
う
執
行
職
補
任
問

題
だ
っ
た
。
尊
胤
が
静
晴
を
執
行
職
に
補
任
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
情
報
を
顕
詮

が
得
た
の
が
十
月
十
二
日
（
表
№
61
）、
導
誉
と
賢
俊
の
口
入
を
得
て
顕
詮
の
執
行
職

補
任
が
治
定
し
た
の
が
十
月
二
十
二
日
（
表
№
65
）、
正
式
に
執
行
職
補
任
状
を
得
た

の
が
十
一
月
一
日
で
あ
る
（
表
№
70
）。
こ
の
時
系
列
に
、
顕
詮
の
造
営
奉
行
職
獲
得

の
動
き
と
【
史
料
7
】
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
な
ぜ
顕
詮
が
御
師
職
に
つ
き
造
営
奉
行

職
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
よ
う
書
き
改
め
さ
せ
た
の
か
は
明
白
だ
ろ
う
。
尊
胤
の
意
向

通
り
静
晴
が
執
行
職
に
補
任
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
自
身
が
奔
走
し
た
結
果
実
現
し
そ

う
な
造
営
奉
行
職
獲
得
と
そ
れ
に
付
随
す
る
造
営
料
所
の
回
復
、
そ
の
先
に
あ
る
祇

園
社
の
修
造
が
、
す
べ
て
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
う
。
顕
詮
は
最
初
の
造
営
奉
行
職
補

任
の
御
教
書
を
十
月
十
四
日
に
入
手
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
執
行
職
の
行
方

に
つ
い
て
「
落
居
無
二
心
元
一
」
し
と
漏
ら
し
た
日
で
も
あ
る
。
一
連
の
努
力
が
徒
労

に
終
わ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
顕
詮
が
と
っ
た
方
策
が
、
自
身
が
帯
び
る
将
軍
家
御

師
職
に
対
す
る
造
営
奉
行
職
の
付
与
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
、
尊
氏
・
義
詮

へ
の
忠
節
に
よ
っ
て
御
師
職
と
し
て
執
行
の
職
務
の
一
部
を
任
さ
れ
た
経
験
か
ら
、

座
主
の
意
向
と
は
無
関
係
な
立
場
で
自
身
の
権
益
を
保
持
で
き
る
職
と
し
て
の
意
義

を
、
顕
詮
は
御
師
職
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
章　

文
和
〜
貞
治
年
間
の
執
行
職
争
い

第
一
節　

静
晴
・
晴
春
の
復
権

顕
詮
は
文
和
年
間
の
京
都
争
奪
戦
で
近
江
・
美
濃
に
逃
れ
る
尊
氏
・
義
詮
や
後
光

厳
天
皇
に
供
奉
す
る
な
ど
、
引
き
続
き
幕
府
・
北
朝
へ
の
忠
節
を
尽
く
し
て
い
る
（
表

№
84
〜
87
・
91
・
103
・
107
・
132
・
133
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
忠
節
だ
け
で
は
執

行
職
を
確
保
で
き
な
い
状
況
は
以
後
も
継
続
し
、
文
和
三
年
に
は
晴
春
が
執
行
職
に

補
任
さ
れ44
（
表
№
94
・
100
）、
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
は
こ
れ
ま
で
顕
詮
の
支
援
者

と
な
っ
て
い
た
導
誉
の
介
入
に
よ
っ
て
静
晴
が
補
任
さ
れ
て
い
る45
（
表
№
128
）。
こ
う

し
た
執
行
職
の
流
動
性
の
背
後
に
も
、
文
和
元
年
同
様
、
座
主
そ
し
て
天
皇
の
存
在

が
想
定
で
き
る
。

正
平
一
統
後
の
執
行
職
争
い
に
お
い
て
、
幕
府
へ
の
不
忠
を
指
摘
さ
れ
て
敗
れ
た

静
晴
は
、
そ
の
後
、
文
和
四
年
正
月
十
五
日
と
延
文
五
年
正
月
十
四
日
に
、
尊
氏
・

義
詮
か
ら
祈
禱
御
教
書
を
受
け
て
い
る
（
表
№
105
・
125
）。
で
は
、
静
晴
は
尊
氏
・
義

詮
か
ら
の
信
頼
を
回
復
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
二
通
は
い
ず
れ
も
尊

氏
・
義
詮
出
陣
中
に
発
給
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
三
回
目
の
南
朝
軍
京
都
占
領
時
、

後
者
は
義
詮
の
尼
崎
出
陣
時
に
相
当
す
る
。
顕
詮
は
こ
れ
ら
の
御
教
書
に
つ
い
て
、

「
就
レ
中
武
家
祈
禱
御
教
書
全
非
二
厚
免
之
儀
一
。
世
上
擾
乱
之
時
、
不
レ
被
レ
尋
二
其
身

之
忠
否
一
、
諸
人
随
二
所
望
一
奉
行
人
書
二
賦
祈
禱
御
教
書
一
之
条
、
不
レ
始
レ
于
レ
今
規

式
也46
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
延
文
二
年
九
月
十
日
の
追
加
法47
に
あ
る
「
観
応

以
来
、
追
年
擾
乱
之
間
、
任
二
勇
士
之
懇
望
一
、
不
レ
及
二
糺
決
一
補
任
之
条
、
不
慮
之

儀
也
」
と
い
う
文
言
と
の
関
連
で
も
注
目
さ
れ
る
。
戦
時
下
に
お
い
て
、
幕
府
は
恩
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賞
宛
行
い
の
下
文
も
、
寺
社
に
対
す
る
参
戦
命
令
と
い
う
べ
き
祈
禱
御
教
書
も
、
申

請
者
の
望
み
に
任
せ
て
手
当
た
り
次
第
に
発
給
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
静
晴
は
こ
う

し
た
状
況
を
利
用
し
て
御
教
書
を
獲
得
し
、
幕
府
へ
の
忠
節
の
根
拠
と
す
る
こ
と
で

執
行
職
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
静
晴
の
目
論
見
は
顕
詮
に

看
破
さ
れ
、
延
文
五
年
二
月
二
十
七
日
に
は
静
晴
へ
下
さ
れ
た
祈
禱
御
教
書
が
召
し

返
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る48
。

顕
詮
に
よ
っ
て
直
接
幕
府
と
の
関
係
改
善
の
道
を
阻
ま
れ
た
静
晴
や
晴
春
は
、
今

度
は
座
主
や
天
皇
を
通
じ
て
復
権
を
目
指
し
た
。
た
と
え
ば
、永
徳
元
年（
一
三
八
一
）

の
執
行
職
補
任
に
あ
た
っ
て
出
さ
れ
た
顕
深
宛
て
の
某
書
状
写49
に
は
、「
今
度
御
山
務

事
、
毎
事
被
レ
捐
二
延
文
之
例
一
旨
、
彼
度
自
二
公
家
一
御
二
吹
―
挙
静（

晴
春
）春

法
印
一
無
力
次

第
候
之
儀
、
種
々
為
二
門
跡
一
付
レ
内
給
被
二
歎
申
一
、
終
以
故
顕
詮
法
印
被
レ
補
了
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。「
延
文
之
例
」
や
「
彼
度
」
は
、顕
詮
が
執
行
職
に
補
任
さ
れ
た
延

文
三
年
（
一
三
五
八
）
十
二
月
三
十
日
（
表
№
121
）
の
事
例
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
時

に
後
光
厳
天
皇
は
晴
春
を
執
行
に
推
挙
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
晴
春
の
父
晴
喜

は
伏
見
院
・
後
伏
見
院
・
花
園
院
の
御
師
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ50
、
持
明
院

統
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
晴
春
は
一
時
南
朝
に
参
じ
た
た
め
に
顕
詮
か
ら

幕
府
へ
の
不
忠
を
責
め
ら
れ
て
い
た
が
、
文
和
五
年
以
後
に
な
る
と
二
月
番
仕
職
を

毎
月
大
般
若
経
転
読
料
所
と
し
て
（
表
№
112
）、山
城
国
山
科
田
（
教
晴
法
印
跡
）
を
御

祈
禱
料
所
と
し
て
（
表
№
118
）、
後
光
厳
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
て
お
り
、
天
皇
の
深
い

信
頼
を
得
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
文
和
三

年
に
晴
春
が
執
行
職
に
補
任
さ
れ
た
の
も
、
父
晴
喜
が
有
し
た
持
明
院
統
と
の
関
係

か
ら
、
後
光
厳
天
皇
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。静

晴
も
ま
た
、
天
台
座
主
実
乗
院
大
僧
正
桓
豪
や
後
光
厳
天
皇
を
通
じ
て
復
権
を

図
っ
て
い
た
。
延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案51
に
は
「
当（

桓
豪
）

座
主
以
二
彼
静
晴
一
、
去
年

六
月
被
レ
還
二
補
祠
官
職
一
之
処
、於
二
静
晴
一
者　

勅
勘
輩
也
。
還
補
不
レ
可
レ
然
之
由
、

数
ケ
度
被
レ
成
二　

綸
旨
於
座（

桓
豪
）主一

之
間
、
則
解
却
畢
。
依
二
何
篇
一
今
更
可
レ
及
二
御
沙

汰
一
哉
」
と
あ
る
。
ま
た
、内
容
か
ら
延
文
四
年
と
推
測
さ
れ
る
八
月
三
十
日
顕
詮
書

状
土
代52
に
も
、「
静
晴
事
、
無
二　

勅
免
一
次
第
、
去
六
月
遮
被
レ
仰
二
座（

桓
豪
）主一

之
処
、
勅

勘
事
不
二
存
知
一
之
由
、
被
レ
申
候
欤
。
而
猶
彼
静
晴
以
二
祠
官
儀
一
、
明
日
可
レ
随
二
勅

願
神
事
之
祝
役
一
之
由
、
其
沙
汰
候
。
令
二
迷
惑
一
候
。
為
レ
之
於
二
貫（

桓
豪
）首一

支
申
候
之

処
、
重
無
下
被
二
仰
下
一
之
旨
上
候
間
、
無
二
子
細
一
候
之
由
依
二
相
存
一
、
于
レ
今
令
レ
居
二

被
官
一
云
々
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
経
緯
は
以
下
の
よ
う

に
な
る
。
延
文
四
年
以
前
に
、
勅
勘
を
蒙
っ
た
た
め
に
祇
園
社
祠
官
を
召
し
放
た
れ

て
い
た
静
晴
は
、
座
主
桓
豪
の
も
と
で
延
文
四
年
六
月
に
祠
官
に
還
補
さ
れ
た
。
桓

豪
は
静
晴
が
勅
勘
の
身
で
あ
る
と
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
還
補
し
た
が
、
後
光
厳
天

皇
か
ら
の
仰
せ
が
あ
っ
た
後
も
「
祠
官
儀
」
を
も
っ
て
勅
願
行
事
に
参
加
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
そ
の
後
、
後
光
厳
天
皇
綸
旨
が
「
数
ケ
度
」
下
さ
れ
た
た
め
、
静
晴
は
解

却
さ
れ
た
。

す
で
に
後
光
厳
天
皇
の
仰
せ
に
よ
っ
て
勅
勘
を
知
り
な
が
ら
、「
重
無
下
被
二
仰
下
一

之
旨
上
」
し
と
桓
豪
が
引
き
続
き
静
晴
を
「
被
官
」
に
お
い
て
い
る
点
か
ら
も
、桓
豪

は
静
晴
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、

桓
豪
は
静
晴
の
兄
弟
で
あ
る53
権
長
吏
隆
晴
を
執
行
職
に
補
任
し
よ
う
と
も
し
て
い

た
。

【
史
料
8
】「
天
台
座
主
祇
園
別
当

同
執
行
補
任
次
第54
」（
一
部
抜
粋
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

任
補
六
月
四
日
到
来
也

執
行
織（

職
）事

、
六
月
五
日
権
長
吏
隆
晴
補
二
任
執
行
職
一
之
由
、
以
二
承
仕
一
触
二
送

之
一
。
而
為
二
佐
々
木
佐
渡
判
官
入
道
導
誉
奉
行
一
、
被
レ
立
二
武
家
御
使
於
座
主
一

之
上
、
顕
詮
改
補
不
レ
可
レ
然
之
由
、
被
レ
成
二　

綸
旨
一
之
間
、
同
七
日
已
顕
詮

還
補
畢
。
不
レ
渡
二
印
鎰
一
、
不
レ
行
二
吉
書
一
之
上
者
、
隆
晴
雖
レ
為
二
片
時
一
非
二

社
務
之
儀
一
者
也
。

右
は
桓
豪
僧
正
の
項
に
か
か
る
記
載
だ
が
、「
六
月
五
日
」
の
年
次
に
つ
い
て
は
こ
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れ
を
確
定
す
る
史
料
が
な
く
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
森
茂
暁
氏
は
延
文
三
年

と
さ
れ
て
い
る55
が
、「
執
行
顕
詮
法
印
延
文
三
年
十
二
月
卅
日
補
」
と
「
次
執
行
静
晴
法
印
康
安
元

年
六
月
五
日
補
」
と
の
間
に
記
さ
れ
た
注
記
な
の
で
、延
文
三
年
と
す
る
に
は
や
や
難
点
が

あ
る
。
可
能
性
と
し
て
は
延
文
四
年
六
月
ま
た
は
延
文
五
年
六
月
と
す
る
の
が
妥
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
顕
詮
補
任
の
記
事
の
次
行
に
書
か
れ
た
注
記
な
の
で
延
文
四

年
六
月
の
出
来
事
と
仮
定
す
れ
ば
、
前
述
し
た
静
晴
の
祠
官
還
補
と
同
時
期
に
隆
晴

の
執
行
職
補
任
が
行
わ
れ
た
―
吉
書
始
を
行
え
な
か
っ
た
た
め
に
在
職
と
は
み
な
さ

れ
な
か
っ
た
が
―
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
座
主
桓
豪
と
静
晴
・
隆
晴
兄
弟

と
の
関
係
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
静
晴
は
桓

豪
の
座
主
就
任
を
き
っ
か
け
に
復
帰
を
企
て
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
先
に
触
れ
た

延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案
の
主
眼
は
、
静
晴
に
与
え
ら
れ
た
祠
官
還
補
の
綸
旨

を
召
し
返
す
と
こ
ろ
に
あ
る56
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
静
晴
は
延
文
五
年
十
月
ご
ろ
に
後

光
厳
天
皇
か
ら
祠
官
還
補
の
綸
旨
を
も
得
て
い
た
ら
し
い
。翌
康
安
元
年（
一
三
六
一
）

に
は
導
誉
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
顕
詮
が
執
行
職
を
罷
免
さ
れ
、
静
晴
が
補
任
さ
れ
て

い
る
の
で
（
表
№
128
）、
最
終
的
に
静
晴
は
幕
府
と
の
関
係
改
善
に
も
あ
る
程
度
成
功

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

貞
治
五
年
に
な
る
と
、
顕
深
が
武
家
執
奏
に
よ
っ
て
初
め
て
執
行
職
に
補
任
さ
れ

る
。
以
後
、
静
晴
流
や
晴
春
流
の
補
任
は
な
く
、
一
見
す
る
と
顕
深
流
の
優
位
が
確

定
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
の
執
行
職
沙
汰
に
あ

た
り
、
顕
詮
・
顕
深
側
は
、
顕
詮
の
忠
節
と
静
晴
の
不
忠
を
示
す
文
書
正
文
目
録
を

提
出
し
て
お
り
（
表
№
142
）、
な
お
も
静
晴
復
帰
の
可
能
性
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
こ
の
時
期
ま
で
は
、
顕
詮
・
顕
深
は
静
晴
に
対
し
て
圧
倒
的
優
位
を
築

け
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

顕
深
流
の
地
位
の
確
立
と
将
軍
家
御
師
職
の
意
義

以
上
の
よ
う
に
、
顕
詮
が
幕
府
・
北
朝
へ
の
忠
節
を
も
っ
て
執
行
職
を
維
持
し
よ

う
と
す
る
一
方
で
、
静
晴
・
晴
春
も
ま
た
幕
府
と
関
係
を
深
め
よ
う
と
し
、
座
主
や

天
皇
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
執
行
職
に
補
任
さ
れ
て
い
た
。
い
か
ほ
ど
幕
府
へ
の

忠
節
を
尽
く
し
て
も
、
座
主
や
天
皇
の
存
在
に
よ
り
執
行
職
の
安
定
的
確
保
が
で
き

な
い
顕
詮
・
顕
深
は
、
彼
ら
の
意
向
に
左
右
さ
れ
ず
に
相
伝
し
得
る
将
軍
家
御
師
職

に
意
義
を
見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
観
応
の
擾
乱
直
後
に
、
御
師
職
を
根

拠
に
執
行
の
職
務
で
あ
る
祇
園
社
神
物
・
御
神
楽
以
下
の
奉
行
を
し
て
い
る
前
例
が

あ
り
、
文
和
元
年
に
は
造
営
奉
行
を
、
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
に
は
鳥
居
奉
行
（
表

№
139
）
を
御
師
職
に
付
属
す
る
権
益
と
し
て
与
え
ら
れ
た
顕
詮
、
そ
れ
ら
を
応
安
七

年
（
一
三
七
四
）
に
安
堵
さ
れ
た
顕
深
（
表
№
148
）
が
、
執
行
職
も
御
師
職
に
よ
っ
て

補
任
さ
れ
る
あ
り
方
を
発
想
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

顕
深
の
要
請
に
対
し
て
、永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
五
月
二
十
日
に
「
代
々
師
職
相

承
」
に
よ
っ
て
執
行
職
・
六
月
番
仕
職
・
一
公
文
職
を
安
堵
す
る
こ
と
を
義
満
が
執

奏
し
（
表
№
153
）、同
年
五
月
二
十
七
日
に
後
円
融
院
院
宣
が
発
給
さ
れ
る
（
表
№
154
）。

こ
こ
に
、
座
主
の
意
向
と
は
無
関
係
な
御
師
職
に
基
づ
く
執
行
職
補
任
形
態
が
確
立

し
、
御
師
職
を
相
伝
す
る
顕
深
門
流
に
よ
る
執
行
職
の
相
伝
が
確
定
す
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
祇
園
社
は
結
果
的
に
執
行
職
補
任
に
お
け
る
座
主
の
影
響
力
を
排
除
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
着
眼
し
た
の
が
、
山
門
の
影
響
力
を
弱
め
て
京
都
支
配
を

強
化
し57
、
ま
た
、
主
要
寺
社
内
部
に
拠
点
を
築
い
て
寺
社
勢
力
を
統
制
す
る
宗
教
政

策58
を
と
っ
て
い
た
義
満
だ
っ
た
。
至
徳
二
年
官
宣
旨
は
、
永
徳
二
年
に
確
定
し
た
御

師
顕
深
門
流
に
よ
る
執
行
職
相
伝
が
前
提
と
な
っ
て
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
御
師
職
に
よ
っ
て
執
行
職
補
任
が
担
保
さ
れ
る
以
上
、
御
師
職
の
相
伝
が

脅
か
さ
れ
る
事
態
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
室
町
期
に
お
い
て
祇
園
社
が

将
軍
家
御
師
職
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

【
史
料
9
】
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
十
一
月
十
五
日
縁
春
請
文
写59

「
同（

紙
端
陰
面
）

云
、
丹
後
都
維
那
縁
春
請
文　

永
亨（

享
）元

年
酉
十
一
月
十
五
日
」

祇
園
社
々
務
執
行
御
代
官
職
事
、
縁
春
仁
被
二
仰
付
一
、
畏
入
候
。
仍
御（

顕
縁
）

坊
様
仁
向
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申
、
不
忠
敵
対
儀
於
不
レ
可
レ
存
候
。
就
レ
中　

公
家
武
家
御
師
職

社
中
造
営
御

修
理
奉
行
等
、
雖
二
何
事
候
一
、
背
二
御
意
一
宛
二
縁
春
身
一
不
レ
可
レ
有
二
望
申
上
事
一

候
。
縦
為
二　

公
方
一
直
雖
下
被
二
召
仰
付
一
候
上
、
長
不
レ
可
レ
有
二
領
掌
申
上
事
一

候
付
、
諸
事
不
レ
可
二
緩
怠
不
沙
汰
仕
一
候
。（
以
下
略
）

こ
れ
は
、
永
享
元
年
に
祇
園
社
執
行
代
職
に
補
任
さ
れ
た
縁
春
が
提
出
し
た
請
文

で
あ
る
。
縁
春
は
御
師
執
行
顕
縁
に
対
し
て
不
忠
敵
対
の
思
い
を
抱
か
な
い
こ
と
、

と
り
わ
け
「
公
家
武
家
御
師
職

社
中
造
営
修
理
奉
行
等
」
を
何
が
あ
っ
て
も
望
む

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
誓
約
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
天
皇
・
院
の
御
師
職

や
将
軍
家
御
師
職
の
獲
得
が
、
そ
の
ま
ま
執
行
の
地
位
を
脅
か
す
敵
対
行
為
に
な
る

と
の
理
解
が
看
取
さ
れ
る
。
先
述
し
た
貞
和
元
年
に
顕
詮
が
提
出
し
た
申
状60
と
比
べ

れ
ば
、執
行
職
に
対
し
て
御
師
職
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

宝
寿
院
流
に
よ
る
執
行
職
の
安
定
的
確
保
の
源
泉
は
御
師
職
の
独
占
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
顕
詮
・
詮
深
流
の
至
上
課

題
は
、
対
立
す
る
執
行
候
補
者
で
あ
る
静
晴
・
晴
春
の
排
除
と
、
自
己
の
門
流
に
よ

る
執
行
職
の
安
定
的
確
保
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
観
応
・
文
和
年
間
に
向
上

し
た
将
軍
家
御
師
職
の
地
位
を
基
盤
と
し
た
「
御
師
職
に
基
づ
く
執
行
職
補
任
」
と

い
う
論
理
の
創
出
に
よ
り
、
執
行
職
補
任
に
お
け
る
座
主
の
意
向
を
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。

当
初
顕
詮
に
と
っ
て
御
師
職
は
、執
行
職
に
対
し
て
「
従
」
の
関
係
で
し
か
な
か
っ

た
。
文
和
年
間
の
執
行
職
争
い
に
お
い
て
も
、
御
師
職
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
執
行

職
の
獲
得
を
企
図
し
て
は
い
な
い
。
顕
詮
は
、
戦
乱
状
況
下
で
幕
府
に
対
す
る
忠
節

を
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
職
を
獲
得
・
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
自
身
を
執
行
職
に
補
任
す
る
と
は
限
ら
な
い
座
主
や
、
天
皇
・
座
主
に
働
き
か

け
て
た
び
た
び
復
権
を
図
り
、
つ
い
に
は
過
去
の
不
忠
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
行
職
に

返
り
咲
い
た
静
晴
・
晴
春
の
存
在
は
、
な
お
も
顕
詮
・
顕
深
門
流
に
よ
る
執
行
職
の

相
伝
を
阻
ん
だ
。
応
安
元
年
の
執
行
職
沙
汰
に
あ
た
り
顕
詮
・
顕
深
側
が
主
張
し
た

の
は
観
応
・
文
和
年
間
の
静
晴
の
不
忠
だ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
顕
詮
・
顕
深
側
の
手

詰
ま
り
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
静
晴
が
執
行
職
復
帰
を
成

し
遂
げ
て
い
た
以
上
、
過
去
の
不
忠
を
あ
げ
つ
ら
う
だ
け
で
は
今
後
の
執
行
職
確
保

を
保
証
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
顕
詮
・
顕
深
は
、
静
晴
ら
を
排
除

し
得
る
新
た
な
論
理
の
創
出
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
意
義
を
見
出
さ
れ
た
の
が
、
座
主
の
意
向
に
よ
ら
ず
自
己
の
門

流
で
相
伝
可
能
で
、
か
つ
、
将
軍
に
対
す
る
「
忠
」
を
体
現
す
る
職
と
い
え
る
将
軍

家
御
師
職
だ
っ
た
。
貞
和
四
年
や
観
応
二
年
に
執
行
の
職
務
の
一
部
を
「
御
師
で
あ

る
か
ら
」
付
与
さ
れ
た
経
験
や
、
文
和
元
年
の
造
営
奉
行
補
任
の
経
緯
は
、「
御
師
職

に
基
づ
い
て
執
行
職
に
補
任
さ
れ
る
」
と
い
う
論
理
の
根
拠
・
先
例
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
御
師
職
に
基
づ
く
」
権
益
付
与
の
先
例
が
開
か
れ
た
観

応
の
擾
乱
か
ら
文
和
年
間
は
、
永
徳
二
年
の
顕
深
へ
の
執
行
職
安
堵
、
至
徳
二
年
の

官
宣
旨
を
経
て
確
立
す
る
祇
園
社
経
営
体
制
の
原
点
に
位
置
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
尊
氏
・
義
詮
期
の
幕
府
に
と
っ
て
将
軍
家
御
師
職
は
、
祇
園
社
に
お
け
る

拠
点
確
保
と
い
う
点
で
、
と
く
に
戦
時
下
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
観
応
の
擾
乱

で
忠
節
を
働
い
た
御
師
顕
詮
に
優
遇
措
置
を
と
っ
た
の
も
、
た
と
え
執
行
が
敵
対
勢

力
の
た
め
に
祈
禱
を
す
る
事
態
が
発
生
し
て
も
、
御
師
と
し
て
将
軍
の
た
め
の
祈
禱

を
行
う
顕
詮
を
通
じ
て
祇
園
社
を
自
己
の
勢
力
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
幕
府
の
御
師
職
に
寄
せ
る
期
待
は
基
本
的
に
は
内
乱
末
期
ま
で
変
わ

ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
永
徳
二
年
に
御
師
職
に
基
づ
く
執
行
職
補
任

形
態
が
確
立
す
る
と
、結
果
と
し
て
祇
園
社
に
対
す
る
山
門
の
影
響
力
は
弱
ま
っ
た
。

こ
れ
が
、
京
都
支
配
を
進
め
る
上
で
山
門
の
排
除
を
目
論
む
義
満
の
思
惑
と
も
合
致
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し
、
彼
が
御
師
職
を
通
じ
た
都
市
政
策
・
宗
教
政
策
を
進
め
る
前
提
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。注①　

両
者
の
対
立
を
詳
述
し
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
、吉
川
孔
敏
「
祇
園
社
御
師
顕
詮

に
就
い
て
―
執
行
職
及
び
社
領
を
繞
り
て
―
」（『
国
史
学
』
四
六
号
、一
九
四
三
年
）、

小
杉
達
「
祇
園
社
の
社
僧
（
上
）」（『
神
道
史
研
究
』
一
八
巻
二
号
、
一
九
七
〇
年
）、

吉
田
通
子
「
南
北
朝
争
乱
の
一
形
態
―
祇
園
社
家
の
場
合
―
」（『
法
学
研
究
』
六
三
巻

九
号
、
一
九
九
〇
年
）、
御
師
に
つ
い
て
は
小
杉
達
「
祇
園
社
の
御
師
」（『
神
道
史
研

究
』
一
九
巻
一
号
、
一
九
七
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
本
文
中
で
は
と
く
に
断

ら
な
い
が
、
顕
詮
・
静
晴
・
晴
春
ら
の
動
向
は
こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

②　

瀬
田
勝
哉
「
中
世
の
祇
園
御
霊
会
―
大
政
所
御
旅
所
と
馬
上
役
制
―
」（
瀬
田
勝
哉

『﹇
増
補
﹈
洛
中
洛
外
の
群
像
―
失
わ
れ
た
中
世
京
都
へ
―
』、
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
、

初
出
は
一
九
七
九
年
）
三
四
八
〜
三
五
三
頁
。

③　
「
八
坂
神
社
文
書
」（『
増
補
八
坂
神
社
文
書
』
増
補
篇
〈
以
下
、『
文
書
』
増
補
の
よ

う
に
略
記
〉、
四
五
号
）。
こ
の
時
期
の
官
宣
旨
発
給
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
郷
恵
子

『
将
軍
権
力
の
発
見
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
七
六
〜
一
三
三
頁
を
参
照
。

④　

三
枝
暁
子
「
室
町
幕
府
の
成
立
と
祇
園
社
領
主
権
」（
三
枝
暁
子
『
比
叡
山
と
室
町

幕
府
―
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
―
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
は

二
〇
〇
一
年
）。

⑤　

市
沢
哲
「
文
和
の
政
局
」（
市
沢
哲
『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』、
校
倉
書

房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
南
北
朝
内
乱
と
祇
園
社
」（『
京
都

女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
四
号
、
二
〇
一
一
年
）。

⑥　

野
地
秀
俊
・
佐
々
木
創
・
瀬
田
勝
哉
「〈
書
評
〉
三
枝
暁
子
著
『
比
叡
山
と
室
町
幕

府
―
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
―
』」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
二
編
七
号
、二
〇
一
三
年
）

八
九
〜
九
一
頁
。

⑦　

逵
史
香「
南
北
朝
期
の
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
家
と
幕
府
政
策
―
足
利
将
軍
家
八
幡
御

師
職
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
六
号
、
一
九
九
七
年
）。

⑧　

以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、「
祇
園
社
家
記
録
」（
以
下
、「
社
家
記
録
」）・

「
社
家
記
録
裏
文
書
」・「
三
鳥
居
建
立
記
」・「
祇
園
社
記
」・「
祇
園
社
記
続
録
」（
以

下
、「
続
録
」）
は
『
増
補
続
史
料
大
成 

八
坂
神
社
記
録
』（
以
下
、『
記
録
』）
一
〜
四

を
利
用
し
た
。

⑨　

顕
詮
が
尊
氏
の
御
師
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
文
書
は
、元
弘
三
年
十
二
月
三
日
足
利

尊
氏
御
判
御
教
書
（「
八
坂
神
社
文
書
」、『
文
書
』
増
補
、一
〇
号
）
で
、押
紙
に
「
等

持
寺
殿
御
師
職　

奉
行
疋
田
妙
玄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑩　

貞
和
元
年
顕
詮
申
状
写
（「
続
録
」
第
三
、『
記
録
』
四
、三
九
三
頁
）。

⑪　

笠
松
宏
至
「
僧
の
忠
節
」（
笠
松
宏
至
『
法
と
言
葉
の
中
世
史
』、平
凡
社
、一
九
八
四

年
）。

⑫　
「
続
録
」
第
二
（『
記
録
』
四
、三
四
四
頁
）。

⑬　

観
応
二
年
八
月
五
日
足
利
直
義
御
判
御
教
書
写
（「
続
録
」
第
二
、『
記
録
』
四
、

三
四
五
頁
）。
な
お
、
観
応
二
年
八
月
二
十
九
日
に
も
同
じ
く
「
天
下
泰
平
武
運
長
久

祈
禱
」
を
命
じ
る
静
晴
宛
て
の
某
御
判
御
教
書
写
が
あ
る
（「
続
録
」
第
三
、『
記
録
』

四
、三
四
四
頁
）。

⑭　

前
掲
註
⑩
貞
和
元
年
顕
詮
申
状
写
。

⑮　

静
晴
は
貞
和
四
年
に
紀
伊
国
に
進
発
す
る
足
利
直
冬
よ
り
祈
禱
命
令
を
受
け
た
の

を
は
じ
め
、
正
平
九
年
（
一
三
五
四
）
に
も
直
冬
の
た
め
に
祈
禱
し
、
幸
晴
を
出
雲
国

に
遣
わ
す
な
ど
直
冬
と
の
関
係
も
深
い（
貞
和
四
年
四
月
二
十
二
日
足
利
直
冬
書
下
写

〈「
続
録
」
第
二
、『
記
録
』
四
、三
四
三
頁
〉、
正
平
九
年
九
月
八
日
修
理
亮
奉
書
写

〈「
続
録
」
第
二
、『
記
録
』
四
、三
四
三
頁
〉、
正
平
九
年
九
月
二
十
六
日
足
利
直
冬
書

下
〈「
八
坂
神
社
文
書
」、『
文
書
』
増
補
、
一
五
号
〉）。

⑯　

観
応
二
年
十
一
月
二
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写
（「
続
録
」
第
二
、『
記
録
』
四
、

三
三
一
頁
）。

⑰　

こ
の
「
同
」
と
の
傍
書
は
、直
前
の
文
書
が
確
実
に
足
利
義
詮
の
御
判
御
教
書
で
あ

る
点
（「
八
坂
神
社
文
書
」、『
文
書
』
増
補
、
二
一
号
）
か
ら
「
下
御
所
」
を
指
す
と

判
断
し
た
。

⑱　
「
八
坂
神
社
文
書
」（『
文
書
』
増
補
、三
二
号
）。
二
階
堂
行
元
は
御
所
奉
行
と
し
て

本
文
書
の
奉
者
に
な
っ
て
い
る
（
山
家
浩
樹
「
室
町
幕
府
政
所
と
伊
勢
貞
継
」〈『
室
町

時
代
研
究
』
一
号
、
二
〇
〇
二
年
〉
二
〇
一
頁
）。

⑲　
「
石
水
博
物
館
所
蔵
八
坂
神
社
文
書
」（『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世
二
、六
〇
号
）。

な
お
、「
伏
見
宮
御
記
録
」
利
三
十
八
に
は
本
文
書
の
写
が
あ
り
（『
南
北
朝
遺
文
』
関
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東
編
、
一
七
五
七
号
）、
貞
和
四
年
の
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。
粟
飯
原
清
胤
は
こ
の

時
政
所
執
事
で
、
御
所
奉
行
も
兼
ね
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
前
掲
註
⑱
山
家
浩
樹

「
室
町
幕
府
政
所
と
伊
勢
貞
継
」
一
九
六
頁
・
二
〇
四
頁
）。

⑳　

前
掲
註
⑩
貞
和
元
年
顕
詮
申
状
写
。

㉑　

正
平
一
統
時
の
人
事
に
つ
い
て
は
、佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
（
新
装
版
）』（
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
は
一
九
六
五
年
）
二
九
二
〜
二
九
六
頁
、
森
茂
暁

『
南
朝
全
史
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
一
一
三
〜
一
一
七
頁
な
ど
も
参
照
。

㉒　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
三
月
十
八
日
条
。

㉓　

座
主
慈
厳
が
山
務
を
執
ら
な
い
状
態
が
続
い
た
た
め
、目
代
の
得
分
で
あ
る
四
月
番

仕
（
座
主
未
補
の
間
は
権
長
吏
が
管
領
す
る
）
を
め
ぐ
り
、座
主
が
上
表
し
た
（
座
主

未
補
）
と
主
張
す
る
権
長
吏
隆
晴
と
、上
表
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
す
る
目
代
増
智
と

の
間
で
相
論
が
発
生
し
て
い
る
（「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
四
月
三
日
条
〜
同
四
月
六

日
条
）。

㉔　

導
誉
は
こ
の
言
葉
通
り
、観
応
三
年
四
月
四
日
の
大
名
寄
合
で
執
行
職
に
つ
い
て
話

し
合
わ
れ
た
際
、「
顕
詮
御
方
忠
異
レ
他
上
者
、
座
主
雖
レ
有
二
新
補
一
、
不
レ
可
レ
有
二
改

動
一
」
と
顕
詮
の
留
任
を
主
張
し
て
い
る
（「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
四
月
七
日
条
）。

㉕　
『
匡
遠
記
』
観
応
三
年
六
月
二
十
七
日
条
、『
園
太
暦
』
文
和
元
年
七
月
一
日
条
、

『
同
』
文
和
元
年
七
月
十
日
条
。

㉖　

観
応
・
文
和
年
間
に
は
、
幕
府
軍
事
体
制
も
従
来
の
よ
う
な
足
利
一
門
重
視
か
ら
、

幕
府
に
忠
実
な
守
護
・
大
将
を
重
視
す
る
方
針
へ
と
転
換
し
て
い
る
（
拙
稿
「
観
応
・

文
和
年
間
に
お
け
る
室
町
幕
府
軍
事
体
制
の
転
換
」〈『
立
命
館
文
学
』
六
二
四
号
、

二
〇
一
二
年
〉）。
ま
た
、
と
く
に
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
の
南
朝
軍
京
都
占
領
以

後
、幕
府
が
公
家
に
対
し
て
厳
し
い
信
賞
必
罰
の
論
理
を
も
っ
て
臨
ん
だ
点
に
つ
い
て

は
、
前
掲
註
⑤
市
沢
哲
「
文
和
の
政
局
」、
松
永
和
浩
「
南
北
朝
期
公
家
社
会
の
求
心

構
造
と
室
町
幕
府
」（
松
永
和
浩
『
室
町
期
公
武
関
係
と
南
北
朝
内
乱
』、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
室
町
殿
権
力
と
公
家
社
会
の
求
心

構
造
」（
同
前
掲
書
、
初
出
は
二
〇
〇
八
年
）。

㉗　

弥
仁
王
践
祚
の
経
緯
や
広
義
門
院
の
「
政
務
」
に
つ
い
て
は
、前
掲
註
㉑
佐
藤
進
一

『
南
北
朝
の
動
乱
』
三
〇
一
〜
三
〇
四
頁
、今
谷
明
「
観
応
三
年
広
義
門
院
の
「
政
務
」

に
つ
い
て
」（
今
谷
明
『
室
町
時
代
政
治
史
論
』、
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は

一
九
九
七
年
）。

㉘　
『
園
太
暦
』
文
和
元
年
七
月
十
日
条
。

㉙　

こ
の
背
景
に
は
、
信
賞
必
罰
を
強
行
し
て
公
家
社
会
の
動
揺
を
招
く
よ
り
も
、
穏
便

な
措
置
を
と
る
こ
と
で
弥
仁
王
践
祚
を
滞
り
な
く
進
め
よ
う
と
い
う
幕
府
の
思
惑
が

あ
っ
た
（
前
掲
註
⑤
市
沢
哲
「
文
和
の
政
局
」
三
四
九
〜
三
五
〇
頁
）。

㉚　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
七
月
二
日
条
に
、「
執
行
職
事
、
以
二
顕
深
一
申
二
入
座
主
青

蓮
院
一
。
奏
者
覚
為
大
僧
都
。
此
事
被
レ
仰
二
別
当
一
了
。
直
可
二
問
答
一
云
々
。
仍
申
二

別
当
一
之
処
、
猶
難
義
云
々
」
と
あ
る
。

㉛　

前
掲
註
⑤
市
沢
哲
「
文
和
の
政
局
」
三
四
四
〜
三
四
八
頁
。

32　

前
掲
註
⑤
市
沢
哲
「
文
和
の
政
局
」
三
五
六
頁
（
註
（
26
））。

33　

こ
の
交
代
は
、
天
皇
不
在
状
況
下
で
宣
命
を
下
さ
れ
ず
、
広
義
門
院
の
宣
旨
に
よ
り

座
主
に
還
任
し
た
尊
円
（『
華
頂
要
略
』
八
、門
主
伝
十
七
〈『
伏
見
天
皇
実
録
』
第
二

巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
八
一
六
頁
〉）
の
正
当
性
に
不
安
が
あ
っ
た
た
め

に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註
①
吉
田
通
子
「
南
北
朝
争
乱
の
一
形
態
―
祇
園
社
家

の
場
合
―
」
三
八
頁
）。
な
お
、『
園
太
暦
』
文
和
元
年
十
月
十
四
日
条
に
は
「
若
就
二

世
上
云
々
説
一
、
為
レ
集
二
軍
士
一
歟
。
仏
法
為
二
軍
旅
一
行
レ
之
謀
歟
。
為
二
之
如
何
一
」、

「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
十
日
条
に
は
「
座
主
事
、
南
方
又
忩
々
之
間
、
梶
井
殿

御
山
務
可
レ
然
之
間
、
可
レ
有
二
奏
聞
一
」
し
、
な
ど
と
あ
る
。

34　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
十
三
日
条
。

35　

顕
詮
に
こ
の
情
報
を
も
た
ら
し
た
和
田
了
阿
は
、以
前
か
ら
京
極
導
誉
と
の
交
渉
の

な
か
で
た
び
た
び
登
場
し
て
く
る
の
で
、
情
報
の
出
所
は
京
極
導
誉
で
あ
ろ
う
。

36　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
一
月
三
日
条
。

37　

む
ろ
ん
、こ
の
時
期
に
賢
俊
が
公
武
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
点
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
な
お
、
賢
俊
台
頭
の
画
期
が
観
応
・
文
和
年

間
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
祷
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
八
号
、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

38　

京
極
導
誉
が
山
門
・
祇
園
社
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
森
茂
暁

氏
は
導
誉
が
帯
び
て
い
た
山
門
造
営
奉
行
職
に
起
因
す
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る（
森
茂

暁
『
佐
々
木
導
誉
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
、
九
七
〜
一
〇
二
頁
）。
導
誉
は
こ

の
前
後
に
政
所
執
事
を
務
め
、
ま
た
、
御
所
奉
行
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
家

永
遵
嗣
「〈
書
評
と
紹
介
〉
森
茂
暁
著
『
佐
々
木
導
誉
』（
人
物
叢
書
）」〈『
日
本
歴
史
』

五
六
八
号
、
一
九
九
五
年
〉）。
祇
園
社
に
お
い
て
尊
氏
・
義
詮
の
た
め
に
行
わ
れ
る
春
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季
御
神
楽
は
、御
所
奉
行
が
政
所
に
料
足
の
下
行
を
命
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
（
前
掲
註

⑱
山
家
浩
樹
「
室
町
幕
府
政
所
と
伊
勢
貞
継
」
一
九
三
〜
二
〇
六
頁
）、
顕
詮
と
導
誉

と
の
密
接
な
関
係
は
、
導
誉
の
政
所
執
事
・
御
所
奉
行
と
し
て
の
職
掌
を
通
じ
て
築
か

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

39　

こ
の
時
の
静
晴
は
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
十
三
日
条
に
「
静
晴
今
度
恐
二
自

科
一
、
不
レ
及
二
出
詞
一
歟
。
洞
院
・
日
野
殿
雖
レ
有
二
口
入
一
、
不
レ
可
レ
有
二
許
容
一
云
々
」

と
あ
り
、
積
極
的
に
執
行
職
獲
得
運
動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

40　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
月
十
四
日
条
。

41　
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
一
月
三
日
条
。

42　

祇
園
社
の
修
造
お
よ
び
造
営
奉
行
に
つ
い
て
は
、久
保
田
収
「
八
坂
神
社
造
営
の
変

遷
」（
久
保
田
収
『
八
坂
神
社
の
研
究
』、臨
川
書
店
、一
九
七
四
年
、初
出
は
一
九
七
一

年
）
と
く
に
二
七
一
〜
二
七
五
頁
、
前
掲
註
⑤
市
沢
哲
「
南
北
朝
内
乱
と
祇
園
社
」

八
四
頁
。
ま
た
、
以
下
の
記
述
は
「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
の
各
条
を
参
照
。

43　

麻
生
荘
・
敦
賀
津
升
米
の
御
教
書
と
施
行
状
は
十
一
月
十
六
日
に
発
給
が
決
定
、

二
十
日
に
受
け
取
っ
て
い
る
（
麻
生
荘
の
施
行
状
は
十
一
月
二
十
三
日
に
受
け
取
る
）

（「
社
家
記
録
」
正
平
七
年
十
一
月
十
六
日
条
、「
同
」
正
平
七
年
十
一
月
二
十
日
条
、

「
同
」
正
平
七
年
十
一
月
二
十
三
日
条
）。

44　

晴
春
は
文
和
三
年
五
月
十
二
日
に
執
行
職
に
補
任
さ
れ
る
が
、同
月
二
十
八
日
に
賢

俊
の
仲
介
に
よ
っ
て
顕
詮
が
還
補
、八
月
二
十
一
日
に
再
び
晴
春
が
還
補
さ
れ
て
い
る

（
社
務
執
行
補
任
注
進
状
写
〈「
続
録
」
第
三
、『
記
録
』
四
、三
八
六
頁
〉、
文
書
正
文

目
録
〈「
続
録
」
第
三
、『
記
録
』
四
、四
三
五
頁
〉）。
こ
の
交
代
の
背
景
は
不
明
だ
が
、

祇
園
会
の
行
わ
れ
る
六
月
に
合
わ
せ
て
顕
詮
が
執
行
職
と
な
っ
て
い
る
点
は
注
目
さ

れ
る
。

45　

な
ぜ
導
誉
が
静
晴
に
加
担
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

46　

延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案
（「
八
坂
神
社
文
書
」、『
文
書
』
上
、
八
四
五
号
）。

47　

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
性
史
料
集
』
第
二
巻
、
室
町
幕
府
法
（
岩
波
書

店
、
一
九
五
七
年
）、
追
加
法
七
九
条
。

48　

前
掲
註
46
延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案
。
な
お
、隆
晴
も
尊
氏
の
御
判
御
教
書
を

受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
「
御
敵
隆
晴
掠
二
給
之
一
」
と
あ
っ
て
、
顕
詮
に
よ
り
否

定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
文
和
五
年
二
月
二
十
八
日
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
案
〈「
八

坂
神
社
文
書
」、『
文
書
』
上
、
四
一
号
〉）。

49　

永
徳
元
年
七
月
二
十
二
日
某
書
状
写
（「
続
録
」
第
三
、『
記
録
』
四
、四
〇
九
頁
）。

50　

前
掲
註
①
小
杉
達
「
祇
園
社
の
御
師
」
一
五
〜
一
六
頁
。

51　

前
掲
註
46
延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案
。

52　
（
延
文
四
年
ヵ
）
八
月
三
十
日
顕
詮
書
状
土
代
（「
祇
園
社
文
書
」、『
早
稲
田
大
学
所

蔵
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
』
上
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
〉、
一
二
六
号
）。

53　

野
地
秀
俊
「「
社
僧
」
再
考
―
中
世
祇
園
社
に
お
け
る
門
閥
形
成
―
」（『
佛
教
大
学

大
学
院
紀
要
』
二
六
号
、
一
九
九
八
年
）
一
五
頁
「
紀
氏
一
族
略
系
図
」
参
照
。

54　
「
祇
園
社
記
」
第
五
（『
記
録
』
三
、六
三
頁
）。

55　

前
掲
註
38
森
茂
暁
『
佐
々
木
導
誉
』
九
八
頁
。

56　

前
掲
註
46
延
文
五
年
十
月
日
顕
詮
申
状
案
。
事
書
部
分
に「
可
レ
被
レ
召
二
返　

朝
敵

静
晴
祠
官
還
補　

綸
旨
一
子
細
事
」
と
あ
る
。

57　

佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
論
」（
佐
藤
進
一
『
日
本
中
世
史
論
集
』、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
六
三
年
）、
前
掲
註
④
三
枝
暁
子
「
室
町
幕
府
の
成
立
と

祇
園
社
領
主
権
」。

58　

太
田
直
之
「
室
町
幕
府
の
神
祇
政
策
―
将
軍
家
御
師
職
を
中
心
に
―
」（
太
田
直
之

『
中
世
の
社
寺
と
信
仰
―
勧
進
と
勧
進
聖
の
時
代
―
』、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出

は
二
〇
〇
七
年
）、
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
と
宗
教
」（『
日
本
史
研
究
』
五
九
五
号
、

二
〇
一
二
年
）。

59　
「
続
録
」
第
二
、（『
記
録
』
四
、三
六
〇
頁
）。

60　

前
掲
註
⑩
貞
和
元
年
顕
詮
申
状
写
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
京
都
大
学
人
間
・
環
境
学
研
究
科
）

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）
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《表》観応年間以後の顕詮・顕深と静晴、晴春らの動向
No. 年月日 座主 執行 内容 備考 出典

1 観応 1.7.28（1350）

尊円 静晴

顕詮に凶徒対治祈禱を命令 「助法印御房」宛
濃州凶徒対治の祈禱 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 17 号）

2 観応 1.10.28 顕詮に凶徒対治祈禱を命令 「助法印御房」宛
「将軍家福岡御下向時給之」 足利尊氏御判御教書写（「続録」二、p328）

3 観応 1.11.24 顕詮、義詮に参じ、世上事につき祈禱を具
申 「社家記録」観応 1.11.24 条

4 観応 1.12.20 静晴に祈禱命令 「祇園社執行法印御房」宛 足利直義御判御教書写（「続録」二、p344）
5 観応 2.1.2 静晴に祈禱命令 「祇園社執行法印御房」宛 足利直義御判御教書写（「続録」二、p345）

6 観応 2.2.16 顕詮の祈禱を賞す 「助法印御房」宛
「於丹州井原岩屋賜之」 足利尊氏御判御教書写（「続録」二、p328）

7 （観応 2）2.22 顕詮の祈禱忠節を賞す 「祇薗助法印御房」宛
「於湊川被下之」 足利尊氏御内書（『文書』増補 18 号）

8 観応 2.7.30 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園先執行御房」宛
「於石山賜之」 足利尊氏御判御教書写（「続録」二、p329）

9 観応 2.8.5 静晴に天下泰平武運長久祈禱を命令
「祇園社執行法印御房」宛
「錦小路殿北国御下向後御教書、
八重山御合戦之比」

足利直義御判御教書写（「続録」二、p345）

10 観応 2.8.6 顕詮に凶徒対治祈禱を命令 「助法印御房」宛
「錦小路殿北国御下向之時御祈」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p329）

11 観応 2.8.25 顕詮の祈禱忠節を賞す 「祇園助法印御房」宛
「於江州小野大覚寺給之」 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 20 号）

12 観応 2.8.29 静晴に天下泰平武運長久祈禱を命令 「祇園執行法印御房」宛 某御判御教書写（「続録」二、p344）
13 観応 2.9.8 静晴に祈禱師職を安堵 「祇園執行少納言法印御房」宛 某御判御教書写（「続録」二、p344）

14 観応 2.10.8 顕詮の祈禱を賞す 「助法印御房」宛
「於江州賜之」 足利義詮御判御教書（『文書』増補 66 号）

15 観応 2.10.25 祈禱の巻数（両殿御分）見参を顕詮に伝え
る 「祇園社御師助法印御房」宛 粟飯原清胤巻数請取状写（「続録」二、

p330）

16 観応 2.11.2 顕詮に「元弘之例」に任せて勤行精誠を命
令

「助法印御房」宛
顕詮、義詮の御師に 足利義詮御判御教書（『文書』増補 21 号）

17 観応 2.11.2 顕詮に神物已下の奉行を命ずる 「祇園御師助法印御房」宛 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p331）

18 観応 2.11.3 顕詮に凶徒対治祈禱を命令 「祇園御師助法印御房」宛
「将軍家関東御下向御祈」 足利尊氏御判御教書写（「続録」二、p331）

19 正平 6.12.24（1351）

慈厳

顕詮

顕詮、執行職補任 尊円は正平 6.11.11 に座主を退
き、慈厳は同年 12 月に座主就任「社家記録」三（表紙）

20 正平 6.12.30
晴春、慈厳に参り、廣峯社のことを申す
また、廣峯以下、宮方軍忠、執行職にかん
する綸旨を座主に進上する

「社家記録」正平 7.1.16 条
「社家記録」正平 7.3.5 条

21 正平 7.1.26（1352）
義詮、年始神馬を献ず
執行の得分にあらず、檀那方なり 「社家記録」正平 7.1.26 条

22 正平 7.2.13
この頃、静晴、真弟宗晴を執行職に推挙す
る綸旨、および小童・西大野・東条・堀江
荘等の綸旨を後村上天皇に請う

「社家記録」正平 7.2.13 条

23 正平 7.2.13 顕詮、静晴による宗晴吹挙の動きに対し、
北畠親房以下の要人に支状事書を提出 「社家記録」正平 7.2.13 条

24 正平 7.2.15 顕詮、京極導誉に執行職無為を謝す 「社家記録」正平 7.2.15 条

25 正平 7.2.18 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園執行御房」宛
「御合躰時分御祈」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p332）

26 正平 7.② .4 静晴、住吉の後村上天皇のもとに参る 「社家記録」正平 7.② .4 条

27 正平 7.② .4
顕詮、小童・西大野・東条・廣峯・造営奉
行のことにつき、事書・具書・挙状を座主
に持参

「社家記録」正平 7.② .4 条

28 正平 7.② .5 顕詮、住吉の後村上天皇のもとに参る 「社家記録」正平 7.② .5 条

29 正平 7.② .8 義詮、顕詮に天下静謐祈禱を命令

顕詮不在（住吉に参向）により、
② .16 に大般若経一部を真読し、
巻数を② .17に御所奉行粟飯原道
最に付す

「社家記録」正平 7.② .17 条

30 観応 3.② .25
（1352） 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社執行法印御房」宛

「於江州四十九院給之」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p332）

31 観応 3.② .25 祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園社執行法印御房」宛
「於江州四十九院賜之」 沙弥某巻数請取状写（「続録」二、p332）

32 正平 7.3.4 顕詮、八幡の後村上天皇のもとに参り、祈
禱命令を受ける 「社家記録」正平 7.3.4 条

33 正平 7.3.5
顕詮、晴春が給わった綸旨（廣峯以下事、
宮方軍忠、執行職のことなど）の案文を借
用

「社家記録」正平 7.3.5 条

34 観応 3.3.17 天下静謐祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園御師執行法印御房」宛
「於東山御陣賜之」 沙弥某巻数請取状写（「続録」二、p333）

35 観応 3.3.17
静晴、京極導誉に執行職のことを申すが、
導誉は顕詮の忠勤を理由に改動あるべか
らずと返答

「社家記録」正平 7.3.18 条
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36 観応 3.3.18

顕詮

顕詮、承胤に参り、続いて義詮・京極導誉
に面会
また、公方よりの仰なくして「天下泰平・
社頭安穏」の祈禱を行う

「社家記録」正平 7.3.18 条

37 観応 3.3.29 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社御師助法印御房」宛
傍書に「直義卿」とあるのは誤り 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p333）

38 観応 3.4.1 顕詮、義詮の命により天下静謐祈禱を行う「宛所祇園社々僧中云々」 「社家記録」正平 7.4.1 条
39 観応 3.4.4 顕詮、東寺に参るも義詮は物忌中 「社家記録」正平 7.4.4 条

40 観応 3.4.7 顕詮、神供闕如につき京極導誉、御所奉行
粟飯原禅門に申し入れる

小童保の所役として領主静晴が
勤仕すべきところ、闕如 「社家記録」正平 7.4.7 条

41 観応 3.4.7
顕詮、和田了阿より、大名寄合の際に京極
導誉が顕詮の執行職留任を主張したこと
を聞く

大名寄合は観応 3.4.4 「社家記録」正平 7.4.7 条

42 観応 3.5.6 顕詮、粟飯原禅門・斎藤五郎左衛門入道に
面会し、「□月番仕」について申状を付す 六月番仕か 「社家記録」正平 7.5.6 条

43 観応 3.5.12

顕詮、東寺に参り、粟飯原禅門をもって義
詮に南朝方没落の賀を申す
また、六月番仕・執行職のことを斎藤五郎
左衛門入道に申す

「社家記録」正平 7.5.12 条

44 観応 3.5.14
顕詮、六月番仕につき、斎藤入道に仰せら
れるよう粟飯原に申し上げてほしい旨を
諏訪神右衛門に申す

「社家記録」正平 7.5.14 条

45 観応 3.5.17 顕詮、六月番仕のことを斎藤入道に催促 「社家記録」正平 7.5.17 条

46 観応 3.5.21 顕詮に六月番仕料足の奉行を命ずる 「執行法印御房」宛
官符未到之間

足利義詮御判御教書（『文書』増補 73 号）
cf.「社家記録」正平 7.5.22 ～ 24 条

47 観応 3.5.21 静晴、承胤に参る 「社家記録」正平 7.5.21 条

48 観応 3.5.22

顕詮、承胤に参り、静晴・晴春等の不忠の
委細を申し、晴春が給わった綸旨案を進上
する
ついで、萱野安堵の目安・具書を進上する

山務のことについては、武家の申
し入れがあったとしても、公家御
治定の後に遂行あるべし

「社家記録」正平 7.5.22 条

49 観応 3.5.23

顕詮、京極導誉に面会し、祭礼御教書を請う
また、静晴子息二人の御敵たる次第を申す
吉田肥前房より執行職のことを承胤に口
入するよう助言される

六月番仕について先日沙汰あり
祭礼御教書については正平
7.5.24・25 条にもあり

「社家記録」正平 7.5.23 条

50 観応 3.5.24 顕詮、六月番仕を管領すべき旨の御教書を
得る 「社家記録」正平 7.5.24 条

51 観応 3.5.28
顕詮、義詮に六月番仕について「員外輩」
が望むことを許容なきよう申し、了解の返
事を得る

「社家記録」正平 7.5.28 条

52 観応 3.5.- 顕詮、恒例御神楽料足の給付を幕府に申請「自政所被下料足千疋、御師顕詮所致奉行也」 社務執行顕詮目安案（「裏文書」193 号）

53 観応 3.6.26

尊円

尊円が座主に還着 「社家記録」正平 7.6.26 条

54 観応 3.7.2

顕詮、顕深を遣わして執行職のことを尊円
に申し入れる
また、了阿を通じて京極導誉へ口入を依頼
するが、口入に及ばずとの返答があり、ま
ず賢俊に依頼するよう勧められる

後日（正平 7.7.5 ヵ）、顕詮は賢俊
に執行職のことについての口入
を謝す

「社家記録」正平 7.7.2 条

55 観応 3.7.4 顕詮、執行職補任 「社家記録」三（表紙）

56 観応 3.7.5 ヵ 顕詮、日野光恵に面会し、執行職補任につ
いて賢俊の口入を謝す

「社家記録」正平 7.7.3 条には欠落
部分があり、翌日条は正平 7.7.6
条となる
顕詮の執行職補任は正平 7.7.4 な
ので、欠落部分の直後の条文は正
平 7.7.5 条か

「社家記録」正平 7.7.3 条
（実は正平 7.7.5 条ヵ）

57 観応 3.7.19 顕詮、萱野安堵のことにつき尊胤に申入れる 「社家記録」正平 7.7.19 条

58 文和 1.10.9（1352） 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社執行御房」宛
「南方蜂起事」

足利義詮ヵ御判御教書写（「続録」二、
p333）

59 文和 1.10.10 顕詮、安威左衛門入道に参り、造営奉行・
恩賞のことを催促 「社家記録」正平 7.10.10 条

60 文和 1.10.11

顕詮、尊胤に参り、座主補任の賀を申し、
執行職のことを申入れる
また、三宝院に参り、按察僧都に執行職の
ことを申すも、京極導誉の状をもって尊胤
に申入れすべしとの返事

この日、尊円が座主を辞す 「社家記録」正平 7.10.11 条

61 文和 1.10.12

尊胤

顕詮、賢俊に対面し、執行職のことを相談 尊胤は静晴を支援の気あり 「社家記録」正平 7.10.12 条

62 文和 1.10.13 顕詮、執行職のことについて賢俊の口入状
を座主のもとに持参 「社家記録」正平 7.10.13 条

63 文和 1.10.14 顕詮、造営奉行御教書を受け取る 「社家記録」正平 7.10.14 条

64 文和 1.10.16 顕詮、尊胤に参り、賀を申し、執行職のこ
とを申し入れる 座主宣下は文和 1.10.14 「社家記録」正平 7.10.16 条

65 文和 1.10.22 顕詮の執行職のこと治定 「社家記録」正平 7.10.22 条

66 文和 1.10.26 顕詮、祇園社造営奉行を御師之号につき仰
せ付ける旨に書き改めた御教書を得る 「助法印御房」宛 足利義詮御判御教書（『文書』増補 78 号）

cf.「社家記録」正平 7.10.26 条
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67 文和 1.10.26

尊胤

顕詮

顕詮、執行職任料を進上すれば補任状を発
給するとの尊胤の意向を聞く 「社家記録」正平 7.10.26 条

68 文和 1.10.28
顕詮、賢俊に対面、執行職任料につき仰せ
あり
御祈以下恩賞のことを相談

「社家記録」正平 7.10.28 条

69 文和 1.10.- 顕詮、毎年春季御神楽料足の給付を幕府に
申請 社務執行顕詮目安案（「裏文書」192 号）

70 文和 1.11.1 顕詮、執行職補任
「社家記録」正平 7.11.1 条
社務執行補任注進状写（「続録」第三、
p386）

71 文和 1.11.12 顕詮、尊胤に参り廣峯についての事書なら
びに晴春が給わった御書案を進上 「社家記録」正平 7.11.12 条

72（文和 1）11.13 顕詮に巻数到来の返事 「祇園御師助法印御房」宛 足利尊氏御内書（『文書』増補 70 号）

73 文和 1.11.15
顕詮、賢俊に面会し、執行職無為のことを
申す
また、造営料所の申沙汰を依頼

「社家記録」正平 7.11.15 条

74 文和 1.11.20 顕詮、造営料所麻生荘・敦賀升米の御教
書・施行状を得る 「社家記録」正平 7.11.20 条

75 文和 1.11.21 萱野についての評定に晴春不参 「社家記録」正平 7.11.21 条
76 文和 1.12.22 顕詮に巻数到来の返事 「御師助法印房」宛 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 22 号）

77 文和 1.12.25 顕詮、廣峯について、晴春不忠の所見を進上
御祈賞の披露あり、寄進あるべきの由落居

興国・正平等綸旨ならびに元徳造
営方綸旨案等 「社家記録」正平 7.12.25

78 文和 2.2.30 幕府、顕詮に義詮の春季御祈祇園社御神楽
の料足を下行 「当社御師執行法印所勤仕也」 粟飯原道最・二階堂政元・京極導誉連署

奉書（『早大』128 号）

79（文和 2）3.2 顕詮に「代々例」に任せて祈禱を命令 「祇園執行法印御房」宛
顕詮、後光厳天皇の御師に 後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2028 号）

80 文和 2.3.2 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園執行御房」宛
「南方蜂起御祈」

足利義詮ヵ御判御教書写（「続録」二、
p334）

81 文和 2.3.20 顕詮に巻数・護到来の返事 「祇園助法印御房」宛 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 23 号）

82 文和 2.4.19 祇園社に越中国堀江荘地頭職を寄進し、下
地を祈禱賞として顕詮に管領せしむ 「当社御師法印御坊」宛 足利尊氏御判御教書案（『文書』下1671号）

83 文和 2.6.5 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園執行助法印御房」宛 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p335）

84（文和 2）6.9 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園執行法印御房」宛
「於坂本被下之」 後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2029 号）

85 文和 2.6.29 顕詮の天下静謐祈禱を賞する 「祇園社執行法印御房」宛
「於濃州給之」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p335）

86（文和 2）7.4 顕詮に天下静謐祈禱を命令
「祇園執行法印御房」宛
「於濃州被下之」
顕深律師の祗候を賞す

後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2030 号）

87 文和 2.7.5 顕詮の天下静謐祈禱を賞する 「祇園御師執行法印御房」宛
「同前（於濃州給之）」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p336）

88 文和 2.8.15 讃岐国西大野郷・同国萱原神田を顕詮に知
行せしむ

「祇園執行法印御房」宛
御祈禱料所として 後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2024 号）

89（文和 2）8.28 顕深の濃州祗候、祈禱忠節を賞す 「宰相律師御房」宛 後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2031 号）

90 文和 2.9.5 臨時祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園御師執行法印御房」宛
「将軍家御教書」とあり 伊賀守某巻数請取状写（「続録」二、p336）

91 文和 2.9.6 顕詮の祈禱忠節を賞す
「祇園御師修行法印御房」宛
「令供奉垂井宿、致御祈禱忠節由
被下綸旨云々」

足利尊氏御判御教書案（『文書』上 39 号）

92 文和 2.10.10 顕詮に祈禱命令 「祇園執行法印御房」宛
「将軍家臨時御祈」 足利尊氏御判御教書写（「続録」二、p337）

93 文和 3.4.2 讃岐国西大野郷ならびに萱原神田を顕詮
に知行せしむ

「助法印御房」宛
御祈禱料所として「可令門弟相
続」

後光厳天皇綸旨案（『文書』下 2025 号）

94 文和 3.5.12 晴春 晴春、執行職補任 社務執行補任注進状写（「続録」三、p386）
95 文和 3.5.21 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社御師助法印御房」宛 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 79 号）

96 文和 3.5.28

顕詮

顕詮、執行職還補
賢俊の奏聞状による
cf.文書正文目録（『続録』三、
p435）

社務執行補任注進状写（「続録」三、p386）

97（文和 3）6.23 静晴、南方内通により逐電 「宰相律師御房」宛
「祇園執行静晴勘気状」 侍所所司代土岐頼基書状写（「伏見」）

98（文和 3）6～8ヵ
顕詮、静晴による讃岐国西大野郷ならびに
萱原神田等への競望を排除すべく申状を
捧げる

「静晴近日又有掠申子細云々」
静晴は「朝敵露見」により所帯収公
文和 2年中に参濃せず、「不忠至
極身」

顕詮申状（『文書』下 2023 号）

99 文和 3.8.10 静晴父子四人ならびに所従等、南朝に参ずる 顕詮申状（『文書』上 845 号）
100 文和 3.8.21

晴春

晴春、執行職還補 社務執行補任注進状写（「続録」三、p386）

101 正平 9.9.8（1354） 祈禱巻数見参を静晴に伝える 「祇園執行御房」宛
直冬への祈禱 修理亮某巻数請取状写（「続録」二、p343）

102 正平 9.9.26 祈禱のために静晴が幸晴を出雲国に進ら
せたことを賞し、さらに精誠を命ずる 「祇園祠官法印御房」宛 足利直冬書下（『文書』増補 15 号）

103 文和 3.12.27 顕詮に路次祈禱を命令 「祇園社助法印御房」宛
「於江州下給御教書」 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 27 号）
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104 文和 3.12.30

尊胤
晴春

祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園前執行法印御房」宛
「将軍家御教書」 伊賀守某巻数請取状写（「続録」二、p338）

105 文和 4.1.15 静晴に天下静謐祈禱を命令 「祇園少納言法印御房」宛 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 28 号）

106 文和 4.2.11 祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園前執行法印御房」宛
「下御所御返事」

大蔵少輔某巻数請取状写（「続録」二、
p338）

107 文和 4.2.17 天下静謐祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園前執行法印御房」宛
「将軍家御返事、於東山御陣賜之」

前伊賀守某巻数請取状写（「続録」二、
p338）

108 文和 4.3.18 天下静謐祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「輔法印御房」宛
「下御所御返事」 沙弥某巻数請取状写（「続録」二、p339）

109 文和 4.3.- 静晴、北朝に降参し、加治筑前守に預けら
れるも、その後宗良親王に祗候 南朝軍の八幡撤退は文和 4.3.18 顕詮申状（『文書』上 845 号）

110 文和 4.12.26

尊道

晴春、引き続き執行職に在職し、この日、
吉書始 「補任次第」

111 文和 4.12.29

顕詮

顕詮、執行職補任 社務執行補任注進状写（「続録」三、p386）

112 文和 5.1.30 晴春に二月番仕職を管領せしむ 「治部卿法印御房」宛
毎月大般若経転読料所として 後光厳天皇綸旨案（『文書』上 1101 号）

113 文和 5.2.28 隆晴に天下静謐祈禱を命令 「祇園兵部法印御房」宛
「御敵隆晴掠給之」 足利尊氏御判御教書案（『文書』上 41 号）

114 延文 1.4.10（1356）
尊胤、顕詮に加賀国萱野保を御師職として
管領せしむ

「助法印御房」宛
晴賀法眼の譲付に任せて

梶井宮尊胤法親王令旨写（「社記」御神
領部第十四、p578）

115 延文 2.1.22 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社執行法印御房」宛 足利尊氏御判御教書（『文書』増補 29 号）
116 延文 2.1.28 祇園社に願文を納める 足利義詮願文写（「続録」二、p339）
117 延文 2.2.13 幕府より料所を付され、春季御神楽を行う「祇園御師助法印御房」宛 二階堂行元書状（『文書』増補 30 号）

118 延文 2.8.28 晴春に祇園社領山城国山科田（教晴法印
跡）を知行せしむ

「晴春法印房」宛
御祈禱料所として 後光厳天皇綸旨案（『文書』下 1464 号）

119 延文 2.9.16 静晴、敵軍を引率して洛中を経廻し、侍所
の追捕を逃れ逐電 顕詮申状（『文書』上 845 号）

120 延文 3.3.8 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「祇園社執行法印御房」宛 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p340）
121 延文 3.12.30

桓豪

顕詮、執行職補任 「補任次第」

122 延文 4ヵ .6.5 隆晴、執行職補任（吉書始を行わなかった
ため、歴代執行には加えられず）

延文 5年の可能性もある
京極導誉が座主に使者を派遣し、
顕詮留任の綸旨が発給される

「補任次第」

123 延文 4ヵ .6.7 顕詮、執行職還補 延文 5年の可能性もある 「補任次第」

124 延文 4.6.- 座主桓豪、静晴を祠官に還補するも、勅勘
輩である由の綸旨により解却される 顕詮申状（『文書』上 845 号）

125 延文 5.1.14 静晴に天下静謐祈禱を命ずる 「祇園前執行少納言法印御房」宛 足利義詮御判御教書案（『文書』上 42 号）
126 延文 5.2.27 静晴へ下された祈禱御教書が召し返される 顕詮申状（『文書』上 845 号）

127 延文 5.10.- 顕詮、静晴への祠官還補の綸旨の召し返し
を請う 「祇園社御師執行法印顕詮申」 顕詮申状（『文書』上 845 号）

128 康安 1.6.5（1361）

静晴

静晴、執行職補任 「導誉処行云々」 「補任次第」
『忠光卿記』康安 1.6.7 条

129 康安 1.6.29 静晴に天下静謐祈禱を命令 「祇園社執行法印御房」宛 足利義詮御判御教書（『文書』増補 31 号）
130（康安 1）9.10 顕詮に天下静謐祈禱を命令 「顕詮法印御房」宛 後光厳天皇綸旨写（「続録」二、p341）

131 康安 1.9.27 天下静謐祈禱の巻数見参を顕詮に伝える 「祇園社助法印御房」宛 二階堂行元巻数請取状写（「続録」二、
p340）

132 康安 1.12.15 顕詮の供奉を賞する 「顕詮法印御房」宛
「於江州武佐寺給之」 後光厳天皇綸旨写（「続録」二、p341）

133 康安 1.12.17 顕詮に天下安全祈禱を命令 「助法印御房」宛
「於江州武佐寺給之」 足利義詮御判御教書写（「続録」二、p341）

134 康安 1.12.□6 静晴に天下静謐祈禱を命令 「祇園執行□□□法印御房」宛 足利義詮御判御教書（「石水」50 号）
135 康安 2.2.7 承胤 静晴、執行職に在職 この日、承胤が座主に再任 「補任次第」

136 貞治 1.9.23（1362）

恒鎮

静晴、執行職に在職 この日、恒鎮が座主就任 「補任次第」

137 貞治 2.1.23 幕府、神物・御神楽以下の奉行を御師職に
より顕詮に安堵 「祇園御師助法印御房」宛 二階堂行元奉書（『文書』増補 32 号）

138 貞治 3.3.5 天下静謐祈禱を命令
宛所不明、静晴宛の No.125・
No.129 の案文と一紙に書かれて
いる点から、静晴宛か

足利義詮御判御教書案（『文書』上 44 号）

139 貞治 4.1.30 顕詮、鳥居奉行に任ぜられる 「為造営奉行之上、為将軍家御師
職之間被仰付云々」 「三鳥居建立記」貞和 4.1.30 条

140 貞治 4.9.26

尊道

静晴、執行職補任 「補任次第」
141 貞治 5.12.27

顕深

顕深、執行職補任（初度） 貞治 5.12.23 の武家執奏による 「補任次第」

142 応安 1.5.12（1368） 執行職沙汰に際し、文書正文目録を提出 静晴勘気御教書、南方綸旨ほか 文書正文目録（「続録」三、p435）

143 応安 3.10.1 顕詮に越前国杉前三ヶ村を祇園社造営料
所として知行せしむ 「顕詮法印御房」宛 後光厳天皇綸旨案（「裏文書」283 号）

144 応安 4.10.11 顕詮、後光厳院の院宣により御祈を行う 「社家記録」応安 4.10.11 条
145 応安 5.9.8 顕詮、義満の撫物加持 「社家記録」応安 5.9.8 条

146 応安 5.11.24 一昨日の御判始にともない、義満が神馬を
寄進 「社家記録」応安 5.11.24 条

147 応安 5.12.27 幕府、顕詮に義満の春季御神楽料足を下行「御師法印代官実清」の判あり 「社家記録」応安 5.12.29 条

148 応安 7.5.12 幕府、顕深に御師職（付神宝以下）ならび
に造営奉行を安堵 「当社執行宰相僧都御房」宛 管領細川頼之奉書（『文書』増補 36 号）
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149 永和 2.⑦ .-
（1376） 尊胤

顕深

顕深、執行職補任 「権少僧都顕深」宛 感神院政所下文（『文書』上 851 号）

150（永和 3）9.22

慈済

顕深に御師職として祈禱を命令 「祇薗宰相僧都御房」宛 後円融天皇綸旨（『文書』上 25 号）

151 康暦 1.6.17（1379） 顕深に六月番仕を安堵

「宰相僧都御房」宛
「観応年中綸旨御教書炳焉也」
「祈禱之賞」、「門弟相続不可有相
違」

足利義満御判御教書写（「続録」二、p350）

152 康暦 1.12.29 顕深に六月番仕職を安堵
「祇園執行僧都御房」宛
「為修理用脚相伝管領不可有相
違」

後円融天皇綸旨（『早大』150 号）

153 永徳 2.5.20（1382）
道円

顕深の執行職ならびに六月番仕・一公文以
下所職所帯の安堵を執奏 「代々師職相承之間」 足利義満執奏事書（『文書』増補 38 号）

154 永徳 2.5.27 顕深に社務執行職ならびに六月番仕・一公
文職以下所職所帯等を安堵

「祇園宰相僧都御房」宛
「新院」は後円融院 後円融院院宣案（『早大』152 号）

155（永徳 2ヵ）6.3 六月番仕につき、今後座主・別当の綺を停止「祇園宰相僧都御房」宛 万慶書状（『文書』上 1109 号）

156 至徳 1.8.16（1384）

堯仁

顕深に執行職および六月番仕職以下所職
等を安堵

「宰相大僧都御房」宛
「已座主宮補任上者、不及子細」 足利義満御判御教書（『文書』増補 77 号）

157 至徳 2.6.2 五条坊門南東洞院西一保敷地（大政所御旅
所敷地）を祇園社に寄進

「宝寿院大僧都御房」宛
「於下地者、師跡相承永代不可有
相違」

足利義満御教書案（『文書』下 1411 号）

158 至徳 2.11.13 祇園社領境内敷地田畠等ならびに御旅所
敷地を顕深に寄進する

「宝寿院法印御房」宛
「早就師職相承、門弟可管領」

足利義満御判御教書案（『文書』下 1327
号）

159 至徳 2.11.27 顕深に祇園社領の下地知行権を付与

「顕深為御祈之師、致嫡弟相続可
被聴別相伝也」、「於下地者、顕深
永致嫡弟相続、末代断社僧并一族
等之競望」

官宣旨（『文書』増補 45 号）

160 至徳 2.11.27 顕深に祇園社祭礼御旅所の下地知行権を
付与

「顕深依御師職、永致嫡弟相続、
末代断社僧同社務并一族等之競
望」

官宣旨（『文書』増補 46 号）

以下は年未詳文書
161（年未詳）3.11

静晴

静晴の祈禱を賞す 「祇園執行少納言法印御房」宛 後村上天皇綸旨案（『早大』131 号）

162（年未詳）6.19 祈禱の巻数見参を静晴に伝える 「祇園執行少納言法印御房」宛
差出の修理亮より直冬への祈禱か 修理亮某巻数請取状写（「続録」二、p346）

163（年未詳）7.5 静晴に上洛を命ず 「祇園執行少納言法印御房」宛 後村上天皇綸旨案（『早大』130 号）
164（年未詳）7.5 静晴に祈禱を命令 「祇園社執行御房」宛 後村上天皇綸旨案（『早大』135 号）

165（年未詳）9.30 静晴に祈禱を命令 「祇園執行御房」宛
「御進発可為近々、天下落居此事候」左馬助冬定書状写（「続録」二、p346）

166（年未詳）10.7 巻数到来の返事 「祇園修行法印御房」宛 散位藤成書状写（「続録」二、p346）
167（年未詳）10.11 巻数到来の返事 「少納言法印御房」宛 中務太輔盛宗書状写（「続録」二、p346）

168（年未詳）12.30 顕詮、祈禱巻数を進上
宛所不明
「殿中御師」、「当社御祈禱事、代々為
御師職致忠候之条、定得御意候歟」

顕詮書状（「裏文書」286 号）

169（年月日未詳） 顕詮が後光厳天皇の御師であることを証
する 「これこそまことの御師にてハ候へ」崇光院御書案（『文書』下 2026 号）

170（年月日未詳） 顕詮が御師であることについて承知の旨
を崇光院に返事

「きをんの御師の事、心えまいら
せ候ぬ」 後光厳天皇勅書案（『文書』下 2027 号）

【注】
１　静晴、隆晴、晴春らの動向については表中に網掛けで示した。
２　閏月は「②」のように示した。
３　  出典は下記のとおり。『文書』上・下・増補＝『増補八坂神社文書』、「社家記録」＝「祇園社家記録」（『増補続史料大成 八坂神社記録』一、二）、
「三鳥居建立記」（『増補続史料大成 八坂神社記録』二）、「裏文書」＝「社家記録裏文書」（『増補続史料大成 八坂神社記録』二）、「社記」＝「祇
園社記」（『増補続史料大成 八坂神社記録』三）、「続録」＝「祇園社記続録」（『増補続史料大成 八坂神社記録』四）、『早大』＝『早稲田大学所蔵
荻野研究室収集文書 上』祇園社文書、「石水」＝「石水博物館所蔵八坂神社文書」（『三重県史』資料編中世 2）、「伏見」＝「伏見宮御記録」（『大
日本史料』第六編之十九、p100）、「補任次第」＝「天台座主祇園別当并同執行補任次第」（「祇園社記」五〈『増補続史料大成 八坂神社記録』三、
p61 ～ 65〉）。

４　  座主の在職期間等については、「社家記録」、「補任次第」のほか、「天台座主歴代」（児玉幸多・小西四郎・竹内理三監修『日本史総覧Ⅲ 中世 2』、
新人物往来社、1984 年）を参照した。


